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「
卯
月
晦
日
」

ら
れ
て
お
り
、
豊
前
細
川
氏
の
場
合
は
、

る
対
応
策
を
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
』
返
還
ー
豊
祁
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

農
民
が
耕
地
を
捨
て
、
個
人
ま
た
は
家
族
規
模
で
逃
亡
す
る
走
り
は
、
個
々
の
事
例
を
み
る
と
、

て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
社
会
的
現
象
と
し
て
頻
出
す
る
と
、

そ
の
意
義
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
走
り
者
が
頻
出
し
た
近
冊
初

期
、
大
名
は
様
々
の
法
令
を
発
布
し
、
そ
の
抑
制
に
つ
と
め
た
。
大
名
は
、
走
り
者
だ
け
で
な
く
そ
の
一
族
や
村
民
を
厳
罰
に
処
し
、
ま

た
、
走
り
者
の
抱
え
主
や
宿
主
を
処
罰
す
る
一
方
で
、
優
遇
策
を
講
じ
て
走
り
者
の
還
住
を
将
盃
励
し
た
。
こ
う
し
て
、
領
主
再
生
光
の
基

盤
で
あ
る
農
民
数
の
増
加
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
走
り
者
は
大
名
の
領
同
内
ば
か
り
で
な
く
、
領
外
へ
も
移
動
す
る
。
領
内

の
走
り
者
に
つ
い
て
は
、
大
名
が
発
令
す
る
法
令
に
よ
り
規
制
で
き
た
と
し
て
も
、
す
で
に
領
外
へ
走
っ
た
者
に
対
し
、
大
名
は
い
か
な

他
領
国
へ
の
走
り
者
に
対
す
る
対
応
策
の
一
っ
に
遠
住
哭
励
か
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
領
主
楕
力
に
影
響
を
与
え

一
般
に
は
年
貞
・
諸
役
の
一
＿
一
年
間
免
除
な
ど
の
優
遇
策
が
講
じ

(
2〉

一
切
の
罪
を
許
す
と
い
う
高
札
を
建
て
還
住
を
奨
励
し
て
い
る
。
ま
た
、
も
う
―
つ
の
対
策
と

(3) 

し
て
大
名
間
の
人
返
し
が
あ
る
。
肥
前
佐
賀
藩
で
は
、
慶
長
―
一
十
年
、
筑
後
柳
川
藩
（
田
中
氏
）
と
返
遠
協
定
を
結
ん
だ
。
そ
れ
は
、

の
日
付
で
両
者
の
家
老
間
で
交
わ
さ
れ
、
人
返
し
の
実
施
期
日
を
翌
日
の
「
五
月
朔
日
」
と
定
め
る
。
こ
の
時
以
降
の
走

り
者
は
「
届
次
第
」
に
返
さ
れ
た
が
、
こ
れ
よ
り
前
の
走
り
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
領
民
と
し
て
留
め
置
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
返
還
は
定

(
4
)
 

り
者
を
出
し
た
側
か
ら
の
「
届
」
が
あ
っ
て
行
わ
れ
、
あ
る
期
日
を
限
っ
て
実
施
さ
れ
る
の
は
東
北
や
四
国
諸
藩
で
も
み
ら
れ
る
。
本
稿

は
、
近
世
初
期
に
お
け
る
大
名
間
の
走
り
者
返
還
に
つ
い
て
、
豊
前
細
川
氏
を
例
と
し
て
実
態
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
返
還

手
続
き
、
走
り
者
の
帳
簿
、
政
治
的
関
係
と
の
関
連
な
ど
事
例
検
出
を
行
い
、
そ
の
う
え
で
、
幕
府
権
力
の
介
入
に
つ
い
て
追
求
す
る
。

は

じ

め

に
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近
世
初
期
の
農
村
政
策
に
つ
い
て
は
、
中
村
吉
治
「
近
世
初
期
農
政
史
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
三
年
）
が
最
も
多
く
の
事
例
を
検
出
し
、

包
括
的
か
つ
詳
細
に
究
明
し
て
い
る
。
ほ
か
に
、
安
良
城
盛
昭
「
幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
昭
和
一
二
十
四
年
）
、
佐
々

木
潤
之
介
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
昭
和
三
十
九
年
）
、
朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
（
御
茶
の
水
書
一
房
、

昭
和
四
十
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

元
和
七
年
八
月
一
日
の
高
札
、
「
米
家
旧
記
録
』
（
「
永
青
文
庫
」
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
）

柳
川
溜
家
老
か
ら
佐
賀
藩
家
老
層
へ
出
さ
れ
た
「
覚
」
を
あ
げ
よ
う
（
『
直
孝
公
御
代
」
下
、
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
ニ
ー
七
七
五
頁
）
。
佐
賀

藩
は
、
田
中
氏
の
改
易
後
に
成
立
し
た
有
馬
氏
久
留
米
溜
・
立
花
氏
柳
川
藩
と
も
同
様
の
協
定
を
結
び
、
走
り
者
の
相
互
返
還
を
行
っ
て
い
る

（
同
上
、
七
七
一
ー
七
八
頁
）
。

覚

一
、
人
返
之
儀
申
談
候
上
ハ
、
是
以
前
之
走
者
互
打
置
、
慶
長
廿
年
五
月
朔
日
よ
り
、
先
様
之
走
者
如
何
鉢
之
出
入
候
共
、
無
異
儀
指
返
可
申
候
間
、

両
国
共
其
郡
代
へ
届
次
第
、
無
相
違
指
差
返
可
申
事

一
、
双
方
郡
代
よ
り
の
届
二
、
若
紛
於
在
之
ハ
、
為
奉
行
申
談
可
相
済
事

一
、
両
国
之
者
、
双
方
へ
此
中
住
宅
仕
候
共
、
慶
長
廿
年
五
月
朔
日
以
来
、
如
本
在
所
罷
越
候
ハ
ヽ
、
走
者
に
相
究
互
返
答
可
申
事

一
、
両
国
の
者
此
中
互
奉
公
二
罷
出
、
暇
を
取
於
罷
帰
は
、
無
異
儀
隙
を
取
候
段
、
其
主
人
手
形
を
取
可
罷
帰
事

一
、
縦
紛
候
て
奉
公
之
致
契
約
、
取
替
請
取
申
た
る
者
二
候
共
、
慶
長
廿
年
五
月
朔
日
よ
り
以
後
之
者
二
候
は
、
取
替
差
捨
、
届
次
第
互
指
返
可
申

事
付
り
、
両
国
之
女
、
双
方
へ
参
、
縁
二
付
候
共
、
走
者
二
候
ハ
ヽ
、
互
指
返
可
申
事
、
以
上

慶
長
廿
年

卯
月
晦
日

3 2 
近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

〔註〕
(
l
)
 

多
久
長
門
守
殿

武
雄
主
殿
助
殿

須
古
下
総
守
殿

宮
川
大
炊
助

正
成
（
花
押
）

辻
勘
兵
衛
尉

重
勝
（
花
押
）
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妹
二
て
候
を

i
五
六
ケ
年
以
前
二
丁
銀
百
拾
目
か
い
申
候

指
紙

4
 

走
り
者
返
還
の
手
続
き

諌
早
布
近
将
監
殿

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
図
ー
悶
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

参

右
躍
胤
央
「
土
佐
藩
初
期
の
「
走
り
者
』
対
策
に
つ
い
て
」

(

n
徳
島
大
学
学
芸
紀
要
』
社
会
科
学

4

一
巻
、
昭
和
―
二
十
七
年
）
、
同
「
阿
波
藩

に
お
け
る
走
り
百
姓
に
つ
い
て
」
（
『
徳
島
大
学
教
養
部
紀
要
』
人
文
・
社
会
科
学
六
号
、
昭
和
四
十
六
年
）
。
渡
辺
信
夫
「
近
世
初
期
人
返
令

の
展
開
l

{

「
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
」
別
巻
十
五
号
、
昭
和
五
十
一

l

一
年
）
。
石
躍
氏
に
よ
る
と
、
四
国
諸
藩
の
う
ち
寛
永
八
年
に
士
佐
藩
ー

讃
岐
藩
、
高
松
藩
ー
阿
波
藩
、
同
十
一
年
に
土
佐
藩
ー
阿
波
淮
の
間
で
結
ば
れ
て
お
り
、
東
北
諸
藩
を
検
討
さ
れ
た
渡
辺
氏
に
よ
る
と
、
慶
長

十
六
年
に
仙
台
藩
］
米
沢
藩
、
翌
年
に
仙
台
藩
ー
相
馬
藩
、
元
和
七
年
に
仙
台
藩
ー
南
部
藩
で
人
返
協
定
が
結
ば
れ
て
い
る
。
九
州
地
方
で
は
、

豊
前
細
川
氏
を
具
体
的
事
例
と
す
る
川
口
恭
子
玉
近
世
初
期
の
走
百
姓
に
つ
い
て
」
（
『
原
田
敏
明
教
授
退
官
記
念
論
文
集
」
、
昭
和
三
十
五
年
）
、

半
田
隆
夫
「
近
世
初
期
農
民
の
移
動
と
士
着
」
（
「
大
分
肌
地
方
史
』
一

0
三
号
、
昭
和
五
十
六
年
）
が
あ
る
~
"

「
他
国
出
入
之
事
」
を
担
当
す
る
細
川
氏
家
老
、
松
井
家
（
慶
長
六
年
に
長
岡
姓
を
賜
る
）

の
「
松
井
家
文
章
H

」
に
は
、
他
大
名
と
の
走

り
者
返
還
に
関
す
る
数
多
く
の
史
料
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
『
竹
中
釆
女
殿
分
領
な
宇
佐
郡
へ
走
来
百
姓
改
転
』

料
が
あ
り
、
豊
後
府
内
溜
竹
中
氏
と
の
人
返
し
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
れ
に
収
録
さ
れ
た
元
柑
八
年
十
一
月
―
―

r―
一
日
付
、

細
川
氏
家
老
の
長
岡
式
部
少
輔
・
小
笠
原
民
部
少
輔
か
ら
宇
佐
郡
の
郡
奉
行
へ
宛
て
た
指
紙
を
あ
げ
よ
う
。

と
題
す
る
史

一
、
府
内
万
屋
町
茶
尼
売
買
下
人
男
女
―
一
人
元
和
六
年
六
月
一
云
一
日
二
走
、
宇
佐
郡
内
溝
野
河
内
し
う
か
平
甚
兵
衛
所
二
居
申
候
、
庄
屋

ハ
田
所
理
右
衛
門
と
申
候
、
男
之
名
ハ
三
九
郎
と
申
候
、
女
ハ
あ
や
じ
と
申
候
、
彼
女
生
国
ハ
宇
佐
郡
之
者
二
て
候
、
則
彼
甚
兵
衛

右
之
分
二
釆
女
殿
家
老
衆
合
申
来
候
、
町
人
奉
公
人
之
取
遣
ハ
無
之
候
へ
と
も
此
方
之
者
を
う
り
候
て
走
帰
候
ヘ
ハ
各
別
二
候
間
、
銀
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前
段
は
竹
中
氏
家
老
か
ら
の
報
告
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
府
内
藩
万
屋
町
の
茶
屋
下
人
三
九
郎
と
「
あ
や
じ
」
が
走
っ
た
年
月
日
、

職
業
、
身
分
、
走
り
先
な
ど
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
旨
を
郡
奉
行
に
書
き
送
っ
た
細
川
氏
家
老
は
、
竹
中
氏
と
の
間
に
町
人
・
奉

公
人
の
返
還
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
走
り
者
が
当
同
か
ら
売
買
さ
れ
た
者
で
あ
る
か
ら
格
別
だ
と
述
べ
て
い
る
。
走
り
者
の
調
介
を
命
じ

ら
れ
た
郡
奉
行
は
、
こ
れ
を
惣
庄
吊
に
命
じ
て
お
り
、
同
月
二
十
八
日
に
は
惣
庄
屋
か
ら
の
報
告
が
出
た
。
惣
庄
屋
の
報
告
に
よ
る
と
、

三
九
郎
は
元
和
六
年
暮
れ
に
死
去
し
、
「
あ
や
じ
」
も
ど
こ
か
へ
走
っ
て
し
ま
っ
た
、
こ
れ
は
「
当
四
月
二
も
書
上
ケ
由
候
」
と
い
う
こ

(4) 

と
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
郡
奉
行
は
こ
の
こ
と
を
家
老
長
岡
の
家
臣
寺
戸
兵
左
衛
門
に
伝
え
た
。

こ
の
一
件
か
ら
、
大
名
相
互
間
に
お
け
る
人
返
し
の
手
続
き
を
う
か
が
う
と
、
返
還
は
家
老
間
の
政
治
交
渉
で
行
わ
れ
、
走
り
者
を
出

し
た
側
か
ら
そ
の
人
名
・
身
分
・
居
所
な
ど
を
提
示
し
て
申
し
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
右
の
史
料
が
細
川
氏
の

「
永
青
文
庫
」
で
な
く
、
家
老
家
の
文
書
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
家
老
の
職
務
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

右
の
指
紙
に
お
い
て
、
家
老
が
述
べ
る
「
町
人
奉
公
人
」
の
人
返
し
は
な
い
こ
と
、
当
国
よ
り
売
買
さ
れ
た
「
あ
や
じ
」
を
「
銀
子
ヲ

立
済
候
様
二
」
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
ま
た
、
惣
庄
屋
が
、
三
九
郎
・
「
あ
や
じ
」
に
つ
い
て
四
月
に
も
申
し
上
げ
た
と
言
っ

て
い
る
の
は
、
そ
の
頃
に
も
竹
中
氏
よ
り
の
走
り
者
返
還
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
を
さ
す
の
か
検
討
し
よ
う
。

「
松
井
家
文
書
」
に
残
る
几
和
八
年
十
一
月
二
十
八
日
付
「
竹
中
釆
女
殿
へ
差
返
し
申
候
百
姓
之

H
録
」
の
一
紙
史
料
は
、
宇
佐
郡
の

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

上
田
忠
左
衛
門
殿

財
津
惣
左
衛
門
殿

元
八
十
一
月
廿
二
日

子
を
立
済
條
様
二
可
被
申
候
、
急
度
御
穿
慇
候
て
様
子
可
被
申
越
候
以
上

長
式
部

（＂化押）

小
民
部
（
花
押
）
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内

衛
門
下
人
七
郎
」
と
記
さ
れ
る
下
人
・
下
女
層
で
あ
る
。
史
料
の
表
題
に
は
「
百
姓
」
と
あ
る
が
、
す
べ
て
百
姓
身
分
で
あ
る
と
は
限
ら

な
い
。
さ
き
に
細
川
氏
家
老
が
述
べ
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
町
人
•
町
方
奉
公
人
の
返
還
は
な
く
、
農
民
で
あ
る
「
百
姓
」
・
下
人
層
の

走
り
先
は
、
「
畠
田
村
庄
屋
之
吉
田
惣
二
郎
所
二
居
申
候
」
な
ど
村
名
と
抱
え
主
名
が
明
記
さ
れ
る
者
ば
か
り
で
、
農
村
部
へ
走
っ
て

下
人
層
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
町
場
へ
の
走
り
は
み
ら
れ
な
い
。
返
還
要
求
が
あ
っ
た
七
一
人
全
員
に
つ
い
て
の
内
訳
は
つ
ぎ
の

と
お
り
で
あ
る
。

以
上
男
女
合
七
拾
一
人

三
拾
二
人

差
戻
シ
申
分

人
返
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。

惣
庄
屋
の
報
告
書
か
ら
走
り
者
の
階
層
を
捉
え
る
と
、

右
之
新
太
郎
戻
シ
申
候

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

春
に
要
求
が
あ
っ
た
走
り
者
返
還
に
つ
い
て
の
目
録
で
あ
る
。
こ
の
目
録
は
、
同
八
年
四
月
十
二
日
付
の
惣
庄
屋
報
告
に
も
と
づ
い
て
作

成
さ
れ
て
お
り
、
惣
庄
屋
の
手
に
な
る
報
告
書
の
記
載
例
を
あ
げ
る
と
、

一
、
大
分
郡
か
い
わ
り
村
四
郎
左
衛
門
小
者
新
太
郎
壱
人
、
元
和
四
年
ノ
十
月
十
四

H
ノ
夜
走
、
宇
佐
郡
内
深
見
た
た
ミ
石
三
右
衛
門

親
子
の
所
二
居
申
候
、
則
明
三
月
二
た
け
ミ
や
理
右
衛
門
ヲ
以
悔
二
預
ケ
申
候

と
あ
る
。
前
半
部
分
は
府
内
藩
よ
り
の
報
告
内
容
で
あ
り
、
新
太
郎
が
走
っ
た
年
月
日
、
走
り
先
を
詳
細
に
記
す
。
惣
庄
屋
は
新
太
郎
を

戻
し
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
載
が
、
調
査
対
象
の
七
一
人
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
三
九
郎
・

「
あ
や
じ
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
元
和
八
年
四
月
頃
に
竹
中
氏
か
ら
走
り
者
の
返
還
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

[
百
姓
」
は
三
ー
四
人
ほ
ど
で
あ
り
、
他
は
「
弥
七
内
清
四
郎
」
と
か
「
十
右

郡
奉
行
財
津
・
上
田
よ
り
寺
戸
兵
左
衛
門
に
宛
て
た
も
の
で
あ
り
、

「
当
春
被
仰
越
候
男
女
七
拾
一
人
之
内
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
年
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人
の
う
ち
、
七
人
は
細
川
領
の
者
で
あ
っ
た
。

て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

返
還
し
た
の
は
一
三
一
人
、
残
る
三
九
人
は
返
し
て
い
な
い
。
返
さ
な
か
っ
た
者
の
な
か
に
は
、
再
び
何
処
か
へ
走
り
、
行
く
先
不
明
の

者
も
い
る
が
、
そ
の
理
由
が
不
分
明
な
者
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
「
元
和
―
―
一
年
以
前
二
走
来
候
分
」
と
し
て
返
さ
な
か
っ
た
一
六
人
は
、

個
別
報
告
に
お
い
て
、
「
右
之
者
共
元
和
二
年
―
一
月
十
七
日
二
走
来
候
間
、
帰
不
申
候
」
な
ど
と
記
さ
れ
、
す
べ
て
元
和
三
年
以
前
に
走
っ

て
い
る
。
竹
中
氏
の
報
告
で
は
、
返
還
を
求
め
る
者
は
す
べ
て
元
和
四
ー
七
年
に
走
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
細
川
氏
側
の
調
査
に

よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
走
り
者
と
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
返
還
さ
れ
た
者
は
す
べ
て
元
和
四
年
以
後
に
走
っ
た
者
で
あ
り
、
同

三
年
以
前
に
走
っ
て
来
た
者
は
、
竹
中
氏
領
の
者
で
も
細
川
領
内
に
留
め
置
か
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
返
還
交
渉
が
元
和
―
―
一
年
を
境
と
し

ま
た
、
「
元
銀
ヲ
立
可
巾
分
」
と
記
す
三
人
は
、
個
別
報
告
に
お
い
て
、
「
右
之
又
二
郎
生
国
当
国
之
者
ヲ
う
り
巾
候
処
二
走
来
候
間
、

元
銀
返
し
可
申
候
」
と
あ
り
、
も
と
も
と
細
川
領
の
者
で
あ
っ
た
。
竹
中
氏
領
内
へ
売
買
さ
れ
て
い
た
三
人
は
、
元
銀
を
返
し
て
留
め
置

い
て
い
る
。
さ
き
の
「
あ
や
じ
」
に
対
す
る
家
老
の
申
し
付
け
も
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
竹
中
氏
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
走
り
者
七
一

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
」
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
ー

―一人

前
後
不
参
者

一
人

一
人

三
斎
様
御
倉
納
二
居
候
間
戻
不
申
候

元
来
国
東
郡
ノ
者
二
て
候
、
豊
後
ニ
ハ
元
和
三
年
二
走
候
て
元
和
六
年
二
宇
佐
郡
へ
走
り
来
候

三
人

元
来
当
国
之
者
二
而
候

拾
六
人

元
和
三
年
以
前
二
走
来
分

一
人

拾
二
人

三
人

元
銀
ヲ
立
可
申
分

相
走
行
方
不
知
分

元
来
中
国
之
者
由
候
て
中
国
二
見
舞
二
参
候
、
帰
候
ハ
ヽ
、
戻
シ
可
申
分
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〔註〕
(
l
)
 

(
2
)
 

は
な
い
。 近

世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
應
前
細
川
氏
と
固
辺
大
名
に
つ
い
て
1

「
三
斎
様
御
倉
納
二
居
候
間
」
と
い
う
理
由
か
ら
返
還
し
な
か
っ
た
菊
若
は
、
も
と
領
内
の
者
で
あ
っ
た
が
、
慶
長
ー
九
年
に
竹
中
氏

領
加
来
村
の
勘
解
由
下
人
と
し
て
売
買
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
元
和
四
年
に
走
り
戻
っ
て
き
た
。
彼
は
元
銀
を
返
し
て
留
め
置
く
の
で
は

な
く
、
走
り
先
の
特
殊
事
情
か
ら
返
遠
さ
れ
て
い
な
い
。
「
三
斎
様
御
倉
納
」
と
は
、
元
和
六
年
暮
れ
に
陪
居
し
た
細
川
忠
典
の
匝
居
領

を
指
し
、
こ
こ
は
新
藩
主
の
忠
利
も
容
易
に
関
与
で
き
な
い
特
殊
領
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
竹
中
氏
と
の
走
り
者
返
還
は
、
「
右
之

久
七
事
ハ
去
年
も
被
仰
越
」
と
あ
る
ご
と
く
、
元
和
八
年
以
前
に
も
行
わ
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
元
和
四
年
以
後
の
走
り
者
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
た
細
川
氏
と
竹
中
氏
の
人
辿
し
は
、
返
還
を
求
め
る
竹
中
氏
が
走
り

先
な
ど
を
調
べ
た
う
え
で
細
川
氏
家
老
へ
要
求
し
て
い
る
。
返
還
率
を
み
る
と
、
宇
佐
郡
へ
の
走
り
者
七
三
人
の
う
ち
、
返
さ
れ
た
の
は

三
―
一
人
に
過
ぎ
ず
、
半
数
以
下
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
竹
中
氏
領
か
ら
の
走
り
者
は
細
川
領
の
他
地
域
へ
も
来
て
い
た
か
ら
、
全
体
数
で

冗
和
七
年
『
御
印
帖
』
十
一
月
十
四
日
条
。

松
井
家
の
文
書
は
、
熊
本
大
学
附
屈
図
書
館
と
熊
本
県
八
代
市
の
松
井
家
（
松
浜
軒
）
に
分
割
し
て
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
以
下
、
熊
本
大
学
附

属
図
書
館
所
蔵
分
を
「
松
井
家
文
者
」
と
し
、
松
浜
軒
所
蔵
分
は
「
松
井
文
壽
」
と
す
る
。
な
お
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
分
に
つ
い
て
は
、

同
館
の
川
口
恭
子
氏
に
よ
り
目
録
作
成
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
松
浜
軒
分
に
つ
い
て
は
県
史
編
纂
室
で
目
録
が
作
成
さ
れ
、
東
京
大
学
史
科
湯

纂
所
で
複
製
が
作
ら
れ
て
い
る
。

『
竹
中
采
女
殿
分
領
ら
宇
佐
郡
へ
走
来
百
姓
改
転
』
（
一
松
井
家
文
書
」
）
。

寛
永
八
年
「
長
岡
佐
渡
与
馬
乗
数
之
書
付
」
（
『
松
井
家
先
祖
由
来
付
』
、
「
、
水
青
文
庫
」
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
）
。

「
竹
中
采
女
殿
分
領
玄
子
佐
郡
へ
走
来
百
姓
改
帳
』
。

拙
稿
「
近
世
初
期
の
隠
屈
領
と
「
走
り
者
』
返
還
」
（
予
定
）
。
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近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
工
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

〔表 1 〕走り者の帳簿

1番号 1年 ＾ 

「―［月
I l |尤和 8.

日 ↑ 
表

領な宇佐

題

采女 姓改帳

2
 

ヶ 8.10. 2 

3 
l |、、

，，，， 8. lO. 10 

.ケ中釆女殿分領な字佐郡へ走来百吐し入＇成

1内記分領ヨリ右衛門市様御領内へ走越居申百姓之帳

内記分領ヨリ内膳様御領内へ走百姓当春進之侯帳面之内）け不申

l 4 I'， 8. l l. I l 

ロ＇ ：-：言：；if:？二：：二江走居中御百姓 御改 之帖

'， 6. 3. 2l 宇佐郡ヨ］）加藤肥後守殿御領分江走屈申御百姓御改之転

他国ヨリ宇竹郡へ参居申牢｝＼御改之帳

！上毛郡な走行衛不知者書上根

国束郡御入国以来走申御百姓行衛不知分之御帳

と被仰付分又々居所聞立申帳

内記様御領分ヨ 1)内膳正領分へ走参侯御百姓改転

7
 
8 

| | -
，，， 6. 3. 2l 

9 i /， 6. 4. 16 

贔 ，， 6. 4. 19 

口i ] 2 1 ，， 6. 4. 21 

ローロここ二ニ：：：］：／］卸:→門宣四空門
加藤肥後守様御領分江国東ヨリ走越屈申御百姓数帳

規矩郡村々江筑前合出来人改御帖

〔註〕 「松井家文青」（熊本大学図書館所蔵）より作成する。

た
か
ら
、
報
告
は
逆
コ
ー
ス
で
上
か
っ
て
い
く
。
田
川
郡

で
の
走
り
者
調
脊
が
家
老
ー
郡
奉
行
ー
庄
屋
へ
下
逹
さ
れ

人
の
走
り
者
に
つ
い
て
の
調
本
且
報
告
で
あ
る
。
細
川
領
内

竹
中
氏
家
老
か
ら
人
返
し
要
求
が
あ
っ
た
四

0
件
、
じ

宇
佐
郡
へ
の
走
り
者
に
つ
い
て
、
惣
庄
屋
恵
良
太
郎
作
が

氏
（
翌
後
府
内
藩
）

と
の
走
り
者
返
還
を
記
し
、
細
川
領

花
押
を
据
え
て
郡
奉
行
の
財
津
・
上
田
へ
提
出
し
た
元
和

八
年
四
月
十
二
日
の
板
簿
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
帳
簿
は
、

採
銅
所
村
の
庄
屋
が
提
出
し
た
「
巾
上
覚
」
は
そ
の
こ
と

を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

〔表
l

〕

の
一
番
転
簿
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
竹
中

帳
簿
か
ら
検
討
し
よ
う
。

を
行
っ
て
い
た
か
、
「
松
井
家
文
書
」

に
残
る
走
り
者
の

細
川
氏
が
、
固
辺
大
名
と
の
間
で
と
の
よ
う
な
人
返
し

走
り
者
返
還
の
帳
簿
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巾
か
ら
返
さ
れ
て
い
な
い
。

小
笠
原
民
部
少
輔
殿

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
ー

一
、
竹
中
釆
女
殿
御
分
領
な
田
川
郡
採
銅
所
銅
山
二
助
―
一
郎
と
申
者
、
元
和
六
年
合
走
り
参
居
申
由
被
仰
候
条
、
不
走
様
二
仕
可
置
之

通
被
仰
渡
候
、
別
採
銅
所
村
中
念
を
入
穿
竪
仕
候
へ
共
、
竹
中
釆
女
殿
御
分
領
ぢ
走
越
居
申
者
無
御
座
候
、
以
上

元
和
八
年
三
月
二
十
七
日

長
岡
式
部
少
輔
殿

竹
中
氏
領
か
ら
田
川
郡
の
銅
山
へ
走
っ
た
と
い
う
助
二
郎
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
り
、
順
次
、
家
老
長
岡
・
小
笠
原
へ
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
後
、
竹
中
氏
側
へ
達
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
、
元
和
八
年
に
お
け
る
竹
中
氏
の
返
還
要
求
が
宇
佐
郡
だ
け
で
な
く
、

田
川
郡
へ
も
及
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
国
束
郡
で
も
竹
中
氏
の
返
還
要
求
が
確
認
で
き
る
。
同
八
年
四
月
八
日
、
国
東
郡

の
郡
奉
行
は
惣
庄
屋
の
報
告
に
も
と
づ
き
「
竹
中
釆
女
殿
分
領
な
国
東
郡
へ
走
越
居
申
候
百
姓
貨
」
の
一
紙

H
録
を
作
成
し
、
家
老
へ
提

出
し
て
い
る
。
こ
の
目
録
に
は
走
り
者
一
八
人
が
記
さ
れ
、
返
遠
さ
れ
た
者
は
半
数
の
九
人
で
あ
り
、
残
り
は
字
佐
郡
と
同
じ
よ
う
な
理

申
上
党

山
本
次
郎
右
衛
門
殿
（
花
押
）

同
向
四
郎
左
衛
門
殿
（
花
押
）

郡
奉
行

金
田
九
郎
右
衛
門
殿
（
花
押
）

御
惣
庄
や

忠
右
衛
門
（
花
押
）

採
銅
所
村
庄
や
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写
し
の
二
番
帳
簿
（
元
和
八
年
十
月
二
日
）
は
、
細
川
領
か
ら
久
留
島
氏
領
（
豊
後
森
藩
）
へ
の
走
り
者
を
記
す
。
国
東
・
宇
佐
・
下
毛
・

中
津
郡
の
郡
奉
行
が
家
老
長
岡
・
小
笠
原
へ
提
出
し
て
お
り
、
表
題
に
は
「
百
姓
」
と
あ
る
が
、
名
子
・
下
人
層
も
含
ま
れ
て
い
る
。
記

載
内
容
は
、
細
川
氏
の
豊
前
入
国
後
の
慶
長
六
年
か
ら
元
和
八
年
ま
で
の
走
り
一
四
八
件
、
四
一
三
人
に
つ
い
て
、
走
り
先
の
村
ご
と
に

ま
と
め
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

玖
珠
郡
内
岩
む
ろ
村
二
居
申
分

一
、
下
毛
郡
内
西
谷
村
源
蔵
壱
人
、
元
和
三
年
二
走
、
岩
む
ろ
村
二
居
申
候
事

一
、
同
郡
今
行
村
新
兵
衛
男
女
七
人
、
内
男
四
人
女
三
人
、
元
和
三
年
二
走
、
右
同
村
お
く
ほ
二
居
申
候
事

奥
書
に
は
、
「
右
之
分
、
被
仰
遣
候
て
可
被
下
候
、
以
上
」
と
あ
る
か
ら
、
郡
奉
行
は
久
留
島
氏
と
の
返
還
交
渉
を
家
老
に
依
頼
し
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
、
細
川
氏
も
他
大
名
へ
人
返
し
を
求
め
る
際
、
前
以
て
走
り
者
の
人
名
・
走
っ
た
年
月
日
・
走
り
先
を
調
査
し
て
い
た

―
―
-
•
四
番
の
帳
簿
は
、
ど
ち
ら
も
細
川
領
か
ら
中
川
氏
領
（
豊
後
岡
藩
）

付
で
宇
佐
・
速
見
・
国
東
・
規
矩
郡
の
郡
奉
行
が
花
押
を
据
え
、
家
老
へ
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
写
し
の
四
番
帳
簿
は
、
同
年

十
一
月
一
日
、
土
屋
源
右
衛
門
・
右
田
善
左
衛
門
か
ら
荒
木
助
左
衛
門
へ
提
出
し
て
い
る
。
宛
所
の
荒
木
は
細
川
氏
の
家
臣
で
あ
り
、
元

和
七
ー
八
年
『
豊
前
御
侍
帳
」
に
鉄
砲
頭
・
知
行
高
五

0
0石
と
あ
る
。
し
か
し
、
提
出
者
の
土
屋
・
右
田
は
、
細
川
氏
の
郡
奉
行
や
代

官
・
庄
屋
層
で
は
な
く
、
『
豊
前
御
侍
帳
」
に
も
そ
の
名
は
な
い
。
そ
の
作
成
事
情
を
記
載
内
容
か
ら
検
討
し
よ
う
。

三
番
帳
簿
は
、
慶
長
十
二
年
ー
元
和
七
年
ま
で
の
走
り
五
二
件
、
一
四

0
人
を
記
し
、
第
一
項
目
は
国
東
郡
俣
見
村
の
弥
七
郎
に
つ
い

て
で
あ
る
。

一
、
国
東
郡
俣
見
村
之
弥
七
郎
男
女
三
人
、
井
田
村
之
内
柴
北
村
之
惣
右
衛
門
所
二
居
申
由
人
侯
へ
者
、
本
帳
二
年
号
無
之
侯
へ
共
、

其
方
二
て
御
穿
竪
候
ヘ
ハ
居
不
申
、
名
を
替
候
て
も
隠
不
置
候
、
此
以
後
参
候
共
御
左
右
可
申
候
、
其
上
柴
北
村
中
二
惣
右
衛
門
と

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
」
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

こ
と
が
わ
か
る
。

へ
の
走
り
者
を
記
す
。
―
―
一
番
帳
簿
は
、
元
和
八
年
十
月
十
日
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れ
て
お
り
、
弥
七
郎
の
よ
う
に
再
調
介
を
依
頼
し
た
の
は
四

0
件、

一
番
帳
簿
は
竹
中
氏
の
返
還

一
四
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
四

0
件
の
再
調
企
依
頼
に
つ
い
て
の
中

近
槻
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
刷
辺
大
名
に
つ
い
て
1

申
百
姓
も
無
之
と
、
・
ト
代
庄
屋
誓
紙
在
之
由
被
仰
越
候
、
今
ハ
所
を
か
へ
屋
田
村
之
庄
屋
久
左
衛
門
所
二
居
申
候
、
走
申
年
号
ハ
元

細
川
氏
の
郡
奉
行
ら
は
弥
七
郎
の
返
還
を
こ
れ
以
前
に
も
求
め
て
い
た
が
、
不
在
と
い
う
中
川
氏
側
の
報
告
で
あ
っ
た
た
め
、
再
び
走

り
先
を
調
杏
し
て
、
「
屋
田
村
之
庄
屋
久
左
衛
門
所
」
に
居
る
こ
と
を
突
き
と
め
、
返
還
を
求
め
て
い
る
。
再
調
奔
に
よ
っ
て
、
弥
七
郎

が
走
っ
た
年
を
「
元
和
力
年
」
と
提
示
し
た
の
は
、
時
期
を
特
定
し
た
走
り
者
返
還
で
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
が
、
そ
の
時
期
は
明
確
で
な

い
。
こ
の
帳
簿
は
細
川
氏
家
老
を
宛
所
と
し
、
郡
奉
行
ら
は
「
右
ノ
分
被
成
御
返
候
様
二
、
被
仰
遣
候
て
可
被
下
候
、
以
上
」
と
記
し
て

お
り
、
中
川
氏
側
と
の
交
渉
を
家
老
に
依
頼
し
て
い
る
。
家
老
は
、
＿
―
一
番
帳
簿
が
家
老
家
の
文
書
と
し
て
残
っ
て
い
る
か
ら
、
写
し
を
作

成
し
、

そ
れ
を
送
っ
て
返
還
を
求
め
た
と
思
わ
れ
る
。
中
川
氏
で
は
、
送
ら
れ
た
軟
簿
に
も
と
づ
い
て
調
木
且
が
な
さ
れ
、
そ
の
調
査
報
告

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
東
郡
俣
見
村
之
弥
七
郎
男
女
▲
一
ー
人
、
井
田
村
之
内
柴
北
村
惣
右
衛
門
所
二
居
申
由
、
右
ニ
ハ
被
仰
越
候
、
唯
今
被
仰
越
候
ハ
矢

田
村
之
庄
尼
久
左
衛
門
所
二
居
巾
由
、
穿
堅
仕
候
得
共
不
罷
居
候
、
右
之
様
子
ハ
、
同
村
之
者
今
度
久
左
衛
門
庄
や
内
な

し
巾
候
間
、
其
者
二
御
尋
可
被
成
由
、
久
左
衛
門
申
候
事

こ
れ
は
、
弥
七
郎
の
返
還
要
求
に
対
す
る
中
川
氏
側
の
報
告
で
あ
る
。
細
川
氏
の
郡
奉
行
が
作
成
し
だ
三
番
転
簿
は
十
月
十
日
付
、
中

川
氏
の
報
告
で
あ
る
四
番
軟
簿
は
十
一
月
一
日
付
で
あ
り
、
走
り
者
の
調
壺
は
二

0
日
ほ
ど
で
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
細
川
氏
か
ら
の

調
査
依
頼
は
五
―
一
件
の
走
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
五
件
は
「
銀
山
二
居
申
分
」
、
七
件
は
「
右
之
外
唯
今
又
申
人
候
分
」
と
別
記
さ

川
氏
報
告
が
四
番
軟
簿
で
あ
り
、
提
出
者
の
土
屋
・
右
田
は
中
川
氏
家
老
層
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
元
和
八
年
、
細
川
氏
は
竹
中
・
久
留
島
・
中
川
氏
と
の
間
で
人
返
し
を
行
っ
て
い
た
。

一
頭
返

四
番
帖
簿
の
一
項
目
は
、

が
細
川
氏
へ
達
さ
れ
る
。

和
五
年
に
て
候
間
、
可
被
仰
付
候
事
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卯
月
十
五
日

小
笠
原
民
部
少
輔
殿

要
求
を
示
し
、
一
―

1
四
番
帳
簿
は
、
細
川
氏
が
久
留
島
・
中
川
両
氏
へ
返
還
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
同
八
年
四
月
十
五
日
、
細
川
忠
利

が
家
老
へ
宛
て
た
書
状
に
よ
る
と
、
こ
の
年
、
細
川
氏
が
人
返
し
を
求
め
た
の
は
、
右
の
両
藩
の
み
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

一
、
加
肥
後
殿
分
領
へ
走
申
候
百
姓
之
儀
、
谷
忠
兵
衛
被
遣
申
候
処
二
、
志
摩
守
伊
豆
岡
本
二
被
居
、
則
改
可
指
返
由
返
事
之
通
得
其

意
候
、
惣
別
何
様
に
て
も
申
来
候
ハ
、
無
別
儀
申
付
候
様
二
と
、
肥
後
殿
被
申
置
候
由
、
此
方
に
て
預
可
申
候
事

一
、
木
下
右
衛
門
殿
へ
伊
崎
半
丞
を
遣
、
走
百
姓
之
儀
、
是
又
御
申
付
候
而
御
返
し
候
間
、
則
在
々
へ
有
付
可
申
段
、
郡
奉
行
二
被
申

付
候
由
、
得
其
意
候
事

一
、
中
川
内
膳
殿
分
領
へ
荒
木
助
左
衛
門
遣
、
中
川
加
賀
・
同
隼
人
所
へ
申
遣
候
処
、
山
中
方
々
二
居
申
候
間
、
念
を
入
改
返
し
可
申

段
返
事
之
由
、
得
其
意
候
事

一
、
竹
中
釆
女
領
分
へ
芦
田
与
兵
衛
遣
候
処
、
釆
女
内
年
寄
共
な
其
方
迄
状
を
越
、
元
和
四
年
な
已
後
之
分
ハ
返
し
可
申
と
申
来
候
由
、

其
方
如
被
申
付
候
、
采
女
代
二
成
候
て
か
ら
の
分
返
し
可
申
と
の
儀
た
る
へ
く
候
、
其
後
之
様
子
重
而
可
被
申
越
由
、
得
其
意
候
事

一
、
稲
葉
彦
六
殿
領
分
へ
山
川
惣
右
衛
門
遣
、
是
又
不
残
御
返
し
候
由
、
得
其
意
候
事

一
、
石
川
主
殿
領
分
へ
牧
長
三
郎
遣
へ
と
も
、
未
帰
通
、
得
其
意
候
事

一
、
毛
利
伊
勢
守
知
行
所
へ
男
女
四
人
在
之
を
、
則
被
返
候
由
、
得
其
意
候
事

一
、
米
島
右
衛
門
市
領
分
へ
中
路
加
右
衛
門
遣
候
処
、
双
方
共
二
借
米
在
之
二
付
、
七
月
八
月
迄
相
談
之
上
差
延
候
由
、
得
其
意
候
事

一
、
此
方
相
易
事
無
之
候
、
可
心
易
候
、
恐
々
謹
言

内
記
（
花
押
）

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
」
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
ー

前
略
）

書
状
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
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長
門
国
摩
狭
郡
之
内
埴
生
浦
竹
山
助
右
衛
門
下
人

一
、
男
女
八
人

例
を
あ
げ
る
と
、

近
枇
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
I
l
l
氏
と
固
辺
大
名
に
つ
い
て
1

長
岡
式
部
少
輔
殿

有

吉

平

橘

殿

三
項
目
に
荒
木
助
左
衛
門
の
名
が
あ
り
、
中
川
氏
へ
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
中
川
氏
の
調
壺
報
告
で
あ
る
四
番
帳
簿
の
宛
所
に
荒
木
が
出

て
く
る
こ
と
の
意
味
も
わ
か
ろ
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
中
川
・
久
留
島
氏
領
へ
の
走
り
者
眼
簿
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
細
川
氏
が
元
和

八
年
に
領
同
の
南
部
に
位
置
す
る
豊
後
・
肥
後
の
諸
大
名
へ
走
り
者
返
還
を
求
め
る
使
者
を
派
遣
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
書
状
は
示
し

て
い
る
。
使
者
が
派
遣
さ
れ
た
諸
大
名
を
記
載
順
に
あ
げ
る
と
、
肥
後
熊
本
藩
の
加
藤
忠
広
、
豊
後
日
出
藩
の
木
下
延
俊
、
同
岡
藩
の
中

川
久
盛
、
同
府
内
藩
の
竹
中
重
利
、
同
臼
杵
藩
の
稲
葉
典
通
、
同
日
田
藩
の
石
川
中
心
総
、
同
佐
伯
藩
の
毛
利
高
政
、
同
森
藩
の
久
留
島
通

春
で
あ
る
。

五
番
の
帳
簿
は
、
表
題
に
あ
る
と
お
り
、
萩
藩
毛
利
氏
領
か
ら
の
走
り
者
を
杏
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
表
紙
に
は
、
「
寛
三
年
卯
月

十
六
日
二
申
来
写
、
此
本
書
ハ
中
同
へ
返
し
申
候
也
」
と
あ
り
、
毛
利
氏
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
軟
簿
の
与
し
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。
記
載

右
者
規
短
之
郡
赤
迫
村
御
庄
屋
十
兵
衛
へ
預
ケ
置
、
其
上
郡
御
奉
行
平
井
五
郎
兵
衛
殿
へ
相
届
置
巾
候

と
あ
る
。
八
件
、
二
九
人
の
走
り
者
は
、
毛
利
氏
領
の
厚
狭
郡
埴
生
村
・
沖
布
田
村
な
ど
か
ら
や
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
全
領
域
に
わ
た

る
も
の
で
は
な
い
。
毛
利
氏
は
、
走
り
者
を
庄
屋
に
預
け
、
郡
奉
行
へ
も
届
け
た
う
え
で
、
返
還
を
求
め
て
お
り
、
事
前
に
細
川
領
内
で

の
調
壺
を
行
っ
て
い
る
。
表
題
に
は
「
百
姓
」
と
あ
る
か
、
走
り
者
は
い
ず
れ
も
下
人
で
あ
る
。
彼
ら
の
走
り
先
は
、
細
川
氏
領
の
規
知

郡
に
限
ら
れ
、
「
葛
原
町
小
左
衛
門
抱
置
巾
候
」
な
ど
と
あ
り
、
在
町
の
奉
公
人
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
に
は
「
窮
原
町
に
新
敷
家
を
一
―

つ
作
り
罷
居
申
候
」
と
、
自
立
す
る
者
も
い
た
。
彼
ら
は
細
川
氏
か
ら
返
還
さ
れ
て
お
り
、
寛
永
三
年
閏
四
月
八
日
、
毛
利
氏
家
比
の
伊
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と
、
手
永
ご
と
に
ま
と
め
て
記
載
し
て
い
る
。

森
藩
久
留
島
氏
領
の
「
牢
人
」
が
、
ど
こ
へ
、
何
年
に
き
て
「
有
付
」
い
た
か
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宇
佐
郡
惣
庄
屋
の
斎
藤
角
兵
衛
が

管
轄
す
る
手
永
の
月
俣
村
な
ど
へ
や
っ
て
き
た
「
牢
人
」
の
出
身
地
は
、
豊
後
の
森
藩
・
日
田
藩
・
府
内
藩
・
日
出
藩
で
あ
り
、
各
藩
ご

九
番
根
簿
は
、
四
月
十
六

H
、
上
毛
郡
の
惣
庄
屋
か
ら
郡
奉
行
↓
家
老
へ
提
出
さ
れ
て
お
り
、
「
右
之
分
在
々
念
ヲ
入
相
改
、
村
々
小

庄
屋
差
出
、
此
方
二
取
置
書
上
巾
候
、
以
上
」
と
記
し
て
い
る
。
内
容
は
、
上
毛
郡
か
ら
の
走
り
者
の
う
ち
、
行
方
不
明
の

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
」
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

一
、
三
右
衛
門
男
女
六
人

一
、
半
右
衛
門

一
、
弥
十
郎

寛
永
元
年
玖
珠
郡
之
内
か
き
の
村
ヨ
リ
参
、
月
俣
村
二
有
付
申
候

藤
采
女
正
か
ら
細
川
氏
家
老
の
長
岡
・
小
笠
原
へ
宛
て
た
沓
状
に
、
「
御
状
井
被
差
返
人
帳
被
相
副
、
明
石
源
左
衛
門
殿
被
召
連
、
至
下

関
被
指
渡
之
由
」
と
あ
る
。

六
＼
一
四
番
ま
で
の
帳
簿
は
、

い
ず
れ
も
寛
永
六
年
一
二
月
ー
四
月
の
日
付
で
あ
り
、
宛
所
は
細
川
氏
家
老
で
あ
る
。
六
番
帳
簿
は
、
一
二

月―

-+-H、
宇
佐
郡
の
惣
庄
屋
か
ら
郡
奉
行
宗
像
・
伊
藤
へ
提
出
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
家
老
へ
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
元
和
三
年
か
ら
寛

永
五
年
ま
で
、
宇
佐
郡
内
か
ら
竹
中
氏
領
へ
の
走
り
九
件
、
二
六
人
（
「
百
姓
」
二
五
人
、
下
女
一
人
）
に
つ
い
て
、
走
り
先
・
走
っ
た
年

七
番
・
八
番
帳
簿
も
、
宇
佐
郡
惣
庄
屋
の
提
出
で
、
同
じ
日
付
で
郡
奉
行
↓
家
老
へ
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
七
番
帳
簿
に
は
、
宇
佐
郡

か
ら
熊
本
藩
加
藤
氏
領
へ
の
走
り
―
一
件
、
ニ
―
一
人
が
記
さ
れ
、
そ
の
う
ち
「
百
姓
」
は
一
七
人
、
下
人
層
は
五
人
で
あ
る
。
ま
た
、
八

番
の
帳
簿
は
、
他
領
か
ら
宇
佐
郡
へ
来
た
「
牢
人
御
改
之
帳
簿
」
で
あ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

来
島
越
後
守
殿
御
領
分
ヨ
リ
御
国
へ
参
居
巾
牢
人

斎
藤
角
兵
衛
手
永
へ
参
居
巾
分

男
女
―
―
一
人

男
女
三
人

寛
氷
五
年
玖
珠
郡
之
内
森
村
ヨ
リ
参
、
月
俣
村
二
有
付
申
候

元
和
六
年
玖
珠
郡
之
内
岩
む
ろ
村
ヨ
リ
参
、
宮
原
村
二
有
付
申
候

な
ど
を
記
し
て
い
る
。

「
百
姓
」
．
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近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
曹
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

-
0番
朝
簿
は
、
国
東
郡
か
ら
走
っ
た
行
方
不
明
の
者
を
記
し
、

長
五
年
以
来
走
っ
た
「
百
姓
」
・
ド
人
暫
は
四
九
八
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
蔵
入
地
が
五

1

人
、
知
行
地
が
四
四
七
人
で
あ
っ
た
。
知
行

地
に
は
、
知
行
主
名
を
記
載
し
て
お
り
、
「
小
倉
衆
」
ば
か
り
で
な
く
、
「
中
津
衆
」
知
行
地
か
ら
走
っ
た
者
も
記
し
て
い
る
。

―
一
番
朝
薄
も
、
国
東
郡
惣
庄
屋
の
提
出
に
よ
る
も
の
で
、
同
日
付
で
郡
奉
行
へ
弟
し
出
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
家
老
へ
上
け
ら
れ
て
い
る
ぐ

奥
内
に
は
、
「
右
、

ITl束
郡
ヨ
リ
加
藤
肥
後
守
様
御
分
領
江
、
慶
長
十
八
年
以
来
走
越
居
申
所
紛
無
御
座
候
間
、
古
上
申
所
如
件
」

口
二
「
番
帳
簿
は
、
細
川
領
規
矩
郡
へ
の
走
り
者
を
記
し
、
四
月
二
十
日
、
惣
庄
屋
か
ら
郡
奉
行
↓
家
老
へ
捉
出
さ
れ
た
。

番
帳
簿
の
奥
書
に
は
、
「
右
之
分
、
村
々
念
ヲ
入
相
改
無
柑
違
書
上
申
所
如
件
」
と
あ
り
、
一
―
―
一
番
帳
簿
も
同
様
に
記
し
て
い
る
。
前
者

は
、
慶
長
六
年
以
来
、
福
岡
藩
黒
田
氏
領
か
ら
や
っ
て
き
た
走
り
一
四
件
、
二
六
八
人
の
出
身
村
‘
走
り
年
月
、
走
り
先
な
ど
を
記
す
。

後
者
も
、
同
時
期
の
走
り
者
に
つ
い
て
、
エ
利
氏
領
を
中
心
と
す
る
「
中
国
」
か
ら
の
走
り
五
―
―
-
h
件、

年
月
・
走
り
先
な
ど
を
記
す
。
両
者
と
も
、
走
り
者
の
身
分
記
載
は
な
い
が
、
走
り
先
に
お
い
て
、
「
右
同
年
参
、
平
律
村
御
百
姓
仕
肛

申
候
」
「
但
新
町
御
蔵
納
庄
や
仕
居
申
候
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
「
百
姓
」
や
庄
屋
と
な
る
者
も
い
た
。

一
四
番
帳
簿
は
、
築
城
郡
か
ら
曲
豆
後
諸
藩
へ
の
走
り
者
（
六
人
）
、
そ
れ
ら
の
諸
藩
か
ら
築
城
郡
へ
の
走
り
者
（
二
人
）
を
記
し
、

身
分
記
載
は
な
い
。
こ
れ
は
、

四
月
十
九
日
に
惣
庄
屋
か
ら
郡
奉
行
↓
家
老
へ
提
出
し
て
い
る
。
慶

四
月
二
十
一
―

-
H
に
惣
庄
屋
か
ら
郡
奉
行
↓
家
老
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
窟
永
六
年
の
帳
簿
は
、
郡
ご
と
に
ま
と
め
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
郡
に
よ
り
帳
簿
の
残
存
状
況
は
異
な
る
が
、
他
領
へ

の
走
り
者
と
他
領
か
ら
の
走
り
者
を
記
載
し
た
帳
簿
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
板
簿
は
、
細
川
氏
独
自
の
走
り
者
調
在
で
あ
り
、

他
大
名
と
の
走
り
者
返
還
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
よ
り
先
、
党
永
元
年
に
下
毛
郡
で
走
り
者
調
査
が
実
施
さ
れ
て

お
り
、
「
ド

E
郡
へ
他
国
な
走
り
来
ル
百
姓
之
圭
日
付
上
け
被
申
候
」
と
あ
る
。
「
他
国
」
か
ら
の
走
り
者
を
書
き
上
げ
て
い
る
か
ら
、
特
定

り
加
藤
氏
領
へ
の
走
り
七
件
、

一
六
人
の
人
名
、
走
り
先
、
走
っ
た
年
月
を
記
し
て
い
る
。

下
人
（
八
九
人
）

を
記
す
。

一
五
六
―
一
人
の
出
身
村
・
走
り

と
あ

そ
の
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8 7 〔註〕
(
l
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
6
)
 

氏
が
ど
の
よ
う
な
走
り
者
返
還
を
行
っ
て
い
た
か
検
討
し
よ
う
。

百
姓
・
新
百
姓
・
御
国
へ
走
り
居
候
百
姓
改
帳
」

「
小
倉
衆
」
と
は
、
新
藩
主
忠
利
に
奉
公
す
る
家
臣
の

大
名
か
ら
の
返
還
要
求
に
よ
っ
て
調
査
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
同
二
年
『
槌
書
」
に
よ
る
と
、
正
月
十
三
日
、
「
新
地
開
井
走
り

の
作
成
が
命
じ
ら
れ
、
下
毛
郡
の
郡
奉
行
は
四
月
七
日
に
「
走
百
姓
又
ハ
帰
参
百
姓
板
、

新
百
姓
仕
付
候
帳
」
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
帳
簿
は
各
郡
か
ら
も
提
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
ま
と
め
て
六
月
四
日
、
「
御
国
中
走

百
姓
、
新
百
姓
、
帰
参
百
姓
ノ
一
紙
目
録
」
が
忠
利
に
提
出
さ
れ
た
。

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
が
「
百
姓
」
数
の
増
減
把
握
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
寛
永
六
年
帳
簿
は
、
同
元
・
ニ
年
調
査
と
同

寛
永
六
年
帳
簿
を
除
い
た
元
和
八
年
・
寛
永
三
年
の
脹
簿
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
細
川
氏
が
周
辺
大
名
と
人
返
し
を
行
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
人
返
し
の
交
渉
は
、
個
々
の
走
り
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
多
数
の
走
り
者
名
・
走

り
先
な
ど
を
調
べ
、
そ
れ
を
一
帳
に
仕
立
て
返
還
を
求
め
て
い
る
。
走
り
先
の
調
在
に
つ
い
て
は
、
毛
利
氏
が
細
川
領
内
へ
入
り
込
み
、

所
の
庄
屋
な
ど
に
預
け
て
返
還
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
、
事
前
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

(
2
)

「
松
井
家
文
書
」
。

「
永
青
文
庫
」
。

(
5
)

「
松
井
文
書
」
。

「
中
津
衆
l

と
は
、
元
和
六
年
暮
れ
に
隠
居
し
た
細
川
忠
興
に
奉
公
す
る
も
の
を
指
し
、

こ
と
で
あ
る
。

元
和
十
年
『
万
党
書
』
三
月
七
日
条
（
元
和
九
年
『
万
覚
書
』
に
合
冊
、
「
永
青
文
庫
」
）
。

「
永
青
文
庫
」
。

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
—
'

様
の
意
図
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
個
々
の
大
名
と
の
間
で
、
細
川

「
走
百
姓
」
「
帰
参
百
姓
」
と
と
も
に
、
「
新
百
姓
」
な
ど
も
調
杏
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一
、
中
国
な
百
姓
之
は
し
り
候
て
参
申
候
事

か
ら
の
走
り
者
状
況
を
記
し
て
い
る
。

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
」
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

（三）

〔表
l
〕
に
あ
げ
た
帳
簿
の
う
ち
、
寛
永
三
年
「
萩
ヨ
リ
御
国
へ
走
百
姓
之
書
立
之
写
」
・
寛
永
六
年
「
規
矩
郡
へ
中
国
ヨ
リ
走
来
男
女

付
立
之
御
帳
」
は
、
毛
利
氏
領
か
ら
の
走
り
者
を
記
し
て
い
る
。
前
者
は
、
毛
利
氏
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
帳
簿
の
写
し
で
あ
り
、
細
川
氏

と
の
間
に
走
り
者
返
還
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
。
後
者
は
、
細
川
氏
が
独
自
に
調
べ
た
帳
簿
で
あ
り
、
「
中
国
」
か
ら
規
矩

関
ヶ
原
戦
後
、
中
国
八
カ
国
ニ
―

0
万
石
か
ら
防
長
二
国
二
九
万
石
へ
、
領
地
を
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
毛
利
氏
は
、
初
期
の
財
政
難
を

乗
り
切
る
た
め
に
厳
し
い
財
政
策
を
講
じ
、
農
村
へ
は
七
ツ
三
歩
の
高
免
を
賦
課
し
た
。
そ
の
た
め
、
元
和
期
に
は
、
離
散
者
が
増
大
し

て
田
畑
の
荒
廃
・
農
村
荒
廃
が
深
刻
化
し
た
。
萩
藩
全
体
の
財
政
・
民
政
を
担
当
す
る
当
職
で
あ
っ
た
益
田
元
祥
「
覚
書
」
に
よ
る
と
、

慶
長
―
二
年
の
惣
検
地
に
よ
る
離
散
者
の
頻
出
に
つ
い
て
、

一
、
三
井
検
地
已
来
、
両
国
百
姓
分
散
之
事

付
、
小
倉
二
周
防
町
・
長
門
町
と
て
被
立
候
由
、
此
已
前
か
ら
取
沙
汰
候
事

と
記
す
。
三
井
元
信
の
検
地
に
よ
る
走
り
者
は
、
す
べ
て
が
細
川
領
へ
来
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
益
田
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
小
倉
に
周

防
町
・
長
門
町
が
立
つ
ほ
ど
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
慶
長
一
七
年
、
毛
利
氏
が
九
州
諸
藩
の
内
情
調
査
を
行
っ
た
な
か
に
、

「
豊
前
国
小
倉
世
間
取
沙
汰
聞
書
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
細
川
領
に
お
け
る
国
替
の
風
聞
、
家
臣
団
構
成
、
米
相
場
な
ど
の
ほ
か
、
「
中
国
」

ふ
せ
ん
二
て
ハ
、
参
候
も
の
を
ハ
米
五
斗
・
六
斗
ほ
と
つ
:
被
遣
候
て
、
さ
い
／
ヽ
の
あ
き
所
／
＼
御
有
付
被
成
候
事

一
、
中
国
合
は
し
り
申
候
者
ハ
、
ミ
な
／
＼
舟
二
て
こ
と
／
＼
く
ふ
せ
ん
へ
渡
り
可
申
由
申
候
事

郡
へ
の
走
り
者
を
記
し
て
い
た
。

萩
藩
と
の
走
り
者
返
還
交
渉
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加
々
山
隼
人
殿
此
儀
被
成
御
取
扱
候

関
門
海
峡
を
附
て
た
小
倉
へ
の
走
り
が
品
さ
れ
て
お
り
、
細
川
氏
は
そ
れ
ら
の
走
り
者
に
米
を
与
え
て
有
付
か
せ
て
い
る
。
慶
長
．
五

年
、
細
川
氏
は
、
「
他
国
之
牢
人
百
姓
罷
越
有
付
候
ハ
ヽ
、
永
御
公
役
被
成
御
免
」
と
達
し
、
他
領
か
ら
の
走
り
者
に
優
遇
策
を
設
け
て
、

積
極
的
に
招
き
人
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

毛
利
氏
に
と
っ
て
、
細
川
領
を
は
じ
め
他
領
へ
の
走
り
者
増
大
は
、
領
国
人
民
の
減
少
を
も
た
ら
し
、
延
い
て
は
年
貢
収
納
・
藩
財
政

に
直
接
影
響
を
与
え
る
。
そ
こ
で
、
走
り
者
を
帰
参
さ
せ
る
還
住
策
が
採
ら
れ
て
く
る
。
元
和
四
年
「
定
」
に
お
い
て
、
毛
利
輝
元
・
秀

就
は
当
職
榎
本
元
吉
に
対
し
て
、
「
百
姓
す
ち
の
も
の
に
お
い
て
ハ
相
改
、
悉
其
在
々
へ
も
と
し
」
と
命
じ
、
慶
長
―
二
年
検
地
以
来
の

走
り
者
遥
住
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
「
定
」
は
、
他
領
へ
の
走
り
者
を
対
象
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
領
同
内
の
農
民
数
増
加
を
求
め

寛
永
一
二
年
の
人
返
し
に
お
い
て
、
壬
利
氏
の
申
し
出
を
家
老
長
岡
が
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
り
、

毛
利
氏
と
細
川
氏
の
走
り
者
返
還
は
、
魔
長
期
か
ら
確
認
で
き
る
。
「
松
井
家
文
書
」
に
残
る
「
萩
な
之
被
巾
分
」

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

萩
ぢ
之
被
申
分

一
、
慶
長
拾
年
之
前
後
候
哉
、
両
同
走
人
之
倹
二
付
、
福
原
越
後
守
を
駿
河
へ
指
下

相
同
様
へ
本
多
上
野
殿
を
以
被
得

御
綻
候
、
宗
端
大
身
時
被
召
抱
候
奉
公
人
、
漸
両
国
二
罷
成
二
付
、
何
も
手
さ
う
り
二
仕
合
、

知
行
を
取
候
と
て
も
少
之
儀
二
候
ヘ
ハ
、
手
作
を
仕
、
百
姓
之
か
、
え
を
取
上
候
二
付
、
百
姓
も
堪
忍
難
成
候
て
走
申
候
、
奉
公
人
・

百
姓
何
も
右
之
仕
合
二
御
座
候
間
、
隣
国
へ
此
通
被
仰
付
、
此
方
な
構
申
候
も
の
ハ
被
返
付
候
様
二
と
御
理
申
上
候
、
就
夫
本
多
上

州
空
二
斎
様
へ
御
状
を
被
付
、
共
時
之
御
使
二
国
司
土
佐
守
罷
渡
り
、
殊
外
御
應
之
儀
二
御
座
候
キ
、
其
時
分
ハ
松
井
佐
渡
守
殿
・

-
、
慶
長
十
六
年
ら
長
門
豊
田
郡
ノ
内
嶋
戸
浦
人
悉
明
退
、
男
女
百
人
斗
走
渡
申
候
を
、
小
倉
な
飛
脚
被
遣
、
彼
走
人
共
御
懸
留
候
間
、

詰
取
人
を
被
遣
候
者
被
渡
下
と
の
御
應
二
付
、
万
代
又
左
衛
門
と
巾
仁
を
正
渡
、
不
残
訥
取
帰
申
候
事

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

て
、
周
辺
大
名
領
へ
走
っ
た
者
の
遠
住
策
も
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

の
一
紙
史
料
は
、
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し
き
事

一
、
頁
姓
之
俄
ハ
、
可
為
各
別
候
間
、
其
侭
置
可
被
申
候

一
、
金
山
之
儀
ハ
、
改
二
不
及
由
、
御
意
候
事

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
工
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

一
、
其
後
又
両
国
な
百
万
人
拾
人
程
走
渡
巾
候
を
口
口
御
届
巾
候
処
二
、
大
分
之
人
数
二
而
御
座
候
条
、
書
付
二
升
合
被
相
究
、
彼
是

riJ
被
御
左
右
と
被
仰
遣
、
使
之
者
ハ
罷
帰
候
事
（
後
略
）

毛
利
氏
は
、
慶
長
期
の
人
返
し
例
を
提
示
し
て
、
今
回
の
走
り
者
返
還
を
求
め
て
お
り
、
慶
長
一

0
年
前
後
の
最
初
の
人
返
し
で
は
、

毛
利
氏
が
駿
府
の
徳
川
家
康
へ
訴
え
、
本
田
正
純
か
ら
細
川
忠
興
二
「
三
斎
」
）
へ
「
御
状
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
両
者
は
直

接
に
交
渉
し
て
走
り
者
を
返
し
て
お
り
、
元
和
期
の
例
と
し
て
は
、
詞
八
年
九
月
ト
一
日
、
細
川
忠
利
か
家
老
長
岡
へ
宛
て
た
書
状
に
、

「
中
国
へ
返
候
女
壱
人
、
則
長
府
之
留
守
居
請
取
候
と
の
返
事
、
伯
者
所
迄
奉
行
共
な
越
候
、
見
申
候
事
」
と
あ
る
。
細
川
氏
は
女
，
人

を
返
し
、
請
取
を
領
収
し
て
い
る
。

慶
長
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
毛
利
氏
と
の
と
り
者
返
還
に
関
す
る
細
川
氏
の
対
応
を
み
て
み
よ
う
ぃ
｛
克
永
元
年
十
一
月
、
忠
利
の
音
兌
凹

と
し
て
、
家
老
か
ら
家
中
へ
触
れ
た
「
従
江
戸
被
仰
ド
~
夏
」
に
は
、

一
、
毛
利
長
門
殿
同
之
仕
置
二
毛
利
宰
相
殿
御
下
候
間
、
両
国
共
二
被
改
低
条
、
不
届
者
参
候
ハ
此
度
之
俄
ハ
宰
相
殿
な
御
理
在
之
も

の
ハ
、
御
国
二
置
申
間
敷
旨
御
意
候
事

一
、
ふ
か
き
科
人
な
と
つ
か
ま
へ
候
而
、
進
候
へ
と
の
事
二
候
ハ
ヽ
、
是
も
様
子
二
限
可
申
候
、
然
上
ハ
科
仕
参
候
も
の
候
ハ
ヽ
、
不

移
時
刻
御
与
頭
江
被
申
上
、
御
与
頭
な
式
部
少
輔
・
民
部
少
輔
所
へ
可
被
申
候
、
此
方
よ
り
様
子
可
巾
付
候
事

q

、
か
ち
・
若
党
・
中
間
・
小
者
な
と
参
候
と
も
、
科
不
仕
暇
を
乞
候
而
参
候
も
の
ハ
不
苦
候
、
科
を
仕
走
候
も
の
ハ
か
、
へ
被
申
ま

右
之
通
、
御
与
中
へ
被
入
御
念
可
被
仰
渡
候
、
為
後
日
御
名
之
下
二
御
判
形
候
而
可
給
候
、
恐
仰
謹
口

長
岡
式
部
少
輔
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近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

一
、
金
山
者
人
之
改
二
不
及
候
、
届
来
候
ハ
、
其
理
可
申
候
事

と
あ
る
。
第
一
項
は
、
毛
利
氏
か
ら
「
御
理
」
の
あ
っ
た
「
不
届
者
」
を
領
内
に
置
か
な
い
こ
と
。
第
二
項
も
、
こ
れ
に
関
連
し
て
「
ふ

か
き
科
人
」
を
捕
ら
え
た
ら
組
頭
↓
家
老
へ
報
告
す
る
こ
と
。
第
一
―
-
•
四
・
五
項
は
、
金
山
へ
の
走
り
者
は
調
査
し
な
い
こ
と
、

の
走
り
者
は
そ
の
ま
ま
留
め
置
く
こ
と
、
罪
科
の
な
い
中
間
な
ど
は
抱
え
て
よ
い
、
と
す
る
。
忠
利
は
、
毛
利
氏
領
か
ら
走
っ
て
き
た

「
百
姓
」
・
中
間
ら
を
領
国
内
に
留
め
置
こ
う
と
し
て
お
り
、
返
還
依
頼
の
あ
っ
た
罪
人
で
さ
え
、
返
還
を
指
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

江
戸
在
府
中
の
忠
利
が
、
国
元
家
老
へ
こ
の
よ
う
な
指
示
を
出
す
背
景
に
は
、
毛
利
氏
の
藩
政
改
革
が
あ
っ
た
。
右
の
書
状
と
時
期
的

(8) 

に
前
後
す
る
が
、
そ
の
事
情
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
同
年
十
月
八
日
付
の
忠
利
書
状
を
あ
げ
よ
う
。

一
、
毛
利
長
門
殿
国
之
仕
置
、
宗
端
わ
ろ
く
被
仕
、
長
門
殿
身
上
も
継
不
申
候
付
而
、
毛
利
宰
相
殿
両
国
之
仕
置
二
被
参
候
、
就
其
新

敷
万
事
を
仕
直
候
間
、
自
然
不
届
者
我
ネ
国
へ
参
候
者
、
馳
走
申
候
而
く
れ
候
様
に
と
の
事
被
申
候
間
、
心
得
候
由
申
候
条
、
宰
相

殿
6
理
有
之
者
ハ
此
度
之
儀
者
国
二
置
申
間
敷
候
事

一
、
ふ
か
き
科
人
な
と
つ
か
ま
へ
候
て
、
進
候
へ
と
の
事
二
候
者
、
是
も
様
子
に
し
た
か
ひ
可
被
申
候
、
然
上
者
ふ
か
き
科
人
参
候
ハ
、
‘

他
国
へ
参
候
へ
、
従
宰
相
殿
届
来
候
ハ
、
可
随
其
由
申
聞
、
無
届
以
前
二
他
国
仕
様
二
可
申
聞
候
事

一
、
豊
前
之
内
も
、
三
斎
様
御
持
分
者
、
我
ネ
可
申
付
と
ハ
約
束
不
申
候
間
、
可
被
得
其
意
候
事
、
右
之
段
々
、
上
意
に
て
も
無
之
候

間
、
三
斎
様
へ
も
不
申
上
候
、
事
之
外
両
国
共
二
改
可
申
候
間
、
走
人
多
可
有
之
候
、
右
之
様
子
中
津
へ
参
候
者
候
ハ
ヽ
、
奉
行
共

ま
て
物
語
仕
候
へ
と
可
被
申
候
事

態
坂
崎
伝
十
郎
差
上
候

以
上

「
御
国
二
置
間
敷
」
と
命
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

小
笠
原
民
部
少
輔

「
百
姓
」
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（忠
OO
ハ
隠
居
領
）

毛
利
氏
の
改
革
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
毛
利
氏
ぱ
元
和
九
年
に
銀
四

0
0
0貰
目
の
借
銀
を
抱
え
、
「
公
儀
又
ハ
御
作
事
方
な
と

に
御
造
作
入
り
二
て
何
と
も
難
儀
」
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
こ
れ
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
寛
永
改
革
が
実
施
さ
れ
る
。
当
時
、
隠
居
し
た

と
は
い
え
、
毛
利
輝
元
（
宗
端
）
が
実
権
を
握
っ
て
お
り
、
彼
は
長
府
藩
（
支
藩
）

す
）
を
仕
置
と
し
、
益
田
元
祥
を
執
行
者
と
し
て
改
革
を
推
進
し
、
藩
主
毛
利
秀
就
（
長
門
守
）
に
は
秀
元
に
背
か
な
い
9

口
の
誓
紙
を
出

さ
せ
て
い
る
。
改
革
の
内
容
は
、
蔵
人
地
批
大
と
家
止
へ
の
馳
走
銀
賦
課
で
あ
っ
た
。
寛
永
元
年

t
二
月
か
ら
翌
年
八
月
に
か
け
て
実
施

さ
れ
た
防
長
―
一
国
の
惣
検
地
は
、
竿
人
れ
を
行
わ
ず
、
過
去
囚
年
間
の
平
均
か
ら
、
年
貢
が
五
ツ
成
と
な
る
よ
う
石
吉
向
を
修
正
し
た
。
こ

れ
に
も
と
づ
き
、
家
臣
の
知
行
替
が
一
斉
に
行
わ
れ
、
家
臣
へ
は
従
来
ど
お
り
の
知
行
高
が
宛
行
わ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
高
の
ヒ
ッ
三

歩
が
貢
租
で
あ
っ
た
の
と
比
べ
る
と
、
実
質
的
な
知
行
削
減
と
な
っ
た
。
知
行
削
減
に
よ
る
蔵
入
地
拡
大
と
と
も
に
、
累
積
し
た
借
銀
を

家
比
へ
転
嫁
す
る
馳
走
銀
が
石
高
に
応
じ
て
課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
毛
利
氏
財
政
は
、
窟
永
九
年
ま
で
に
「
三
千
貰
目
之
御
借
銀
悉

返
弁
」
と
な
り
、
銀
ニ
―

1
0
0貰
目
・
大
判
―
―

-
0
0枚
・
小
判
三

0
0
0両
ほ
と
を
蓄
え
る
ま
で
に
回
復
し
た
。

寛
永
改
革
に
よ
る
細
川
領
へ
の
走
り
者
か
予
想
さ
れ
た
た
め
、
毛
利
氏
は
細
川
氏
と
の
間
に
走
り
者
返
還
の
「
約
束
」

右
の
書
状
の
第
一
項
に
お
い
て
、
忠
利
は
毛
利
氏
か
ら
走
り
者
返
還
の
依
頼
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
、
第
一
―
項
で
は

へ
の
走
り
者
返
還
を
「
約
束
」
し
な
か
っ
た
と
記
す
。
こ
こ
で
も
、
忠
利
に
ぱ
、
毛
利
氏
の
返
還
要
求
に
応
え
よ
う
と
い

十
月
八
日

一
、
此
方
相
易
儀
無
之
候
、

村
上
八
郎
左
衛
門
殿

有

吉

頼

母

佐

殿

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
遠
ー
豊
前
細
川
氏
と
固
辺
大
名
に
つ
い
て
1

叫
心
安
候
、
此
状
奉
行
共
へ
も
見
せ
刈
波
巾
候

長
岡
式
部
少
輔
殿

小
笠
原
民
部
少
輔
殿

恐
々
謹
百

越
（
花
押
）

「
一
云
一
斎
御
持
分
」

の
毛
利
秀
元
（
甲
斐
守
、
右
の
書
状
で
は
「
宰
和
」
と
記

を
交
わ
し
た
。
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う
姿
勢
は
な
く
、
返
還
要
求
か
あ
っ
た
罪
人
な
ど
は
「
他
国
へ
参
」
る
こ
と
を
勧
め
る
よ
う
、
指
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
一
一
通
の
書
状
は
、
近
世
初
期
、
大
名
が
相
冗
に
人
返
し
を
「
約
束
」
し
な
が
ら
も
、
実
態
に
お
い
て
は
他
領
か
ら
の
走
り
者
を
、

支
陪
の
な
い
か
ぎ
り
自
己
の
領
域
内
に
留
め
置
き
、
農
民
数
の
増
加
を
図
っ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
諾
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
細
川
氏
は
、
毛
利
氏
か
ら
直
接
に
返
還
要
求
が
あ
っ
た
走
り
者
を
返
し
て
も
い
る
。
返
還
を
拒
否
す
れ
ば
、

束
」
に
違
反
し
、
両
者
の
政
治
的
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
書
状
に
お
い
て
、
忠
利
が
「
他
国
」
追
放
を
指
示
し
て
い
る

の
も
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
細
川
氏
に
対
し
、
人
返
し
を
要
求
す
る
毛
利
氏
は
、
寛
永
三
年
四
月
の
『
萩

ヨ
リ
御
国
へ
走
百
姓
之
書
立
之
写
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
事
前
に
走
り
先
を
突
き
止
め
、
庄
屋
に
預
け
、
郡
奉
行
へ
も
届
け
た
う
え
で
、

返
還
を
求
め
る
軟
簿
を
送
っ
て
き
た
。
細
川
氏
側
で
は
帳
簿
に
も
と
づ
く
調
査
を
行
い
、
該
当
者
は
返
し
た
。
細
川
氏
家
老
が
毛
利
氏
家

「
御
約
束
之
時
分
之
走
人
、
重
而
御
左
右
次
第
可
返
進
と
の
事
」
と
あ
っ
て
、

臣
伊
藤
杢
瓦
へ
申
し
渡
し
た
「
口
上
之
覚
」
に
は
、

「約

束
」
を
守
り
、
走
り
者
を
返
す
と
あ
る
。
こ
の
時
、
毛
利
氏
が
帳
簿
に
書
き
上
げ
返
還
を
求
め
た
走
り
者
は
二
九
人
、
そ
の
う
ち
、
毛
利

氏
が
諮
取
っ
た
者
を
記
す
寛
永
三
年
閏
四
月
「
走
百
姓
請
取
申
帳
」
に
は
九
人
の
走
り
者
か
書
か
れ
、
半
数
以
下
し
か
返
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
。
こ
の
ほ
か
、
毛
利
氏
と
の
走
り
者
返
還
に
は
同
八
年
の
事
例
が
あ
る
。
同
八
年
閏
十
月
十
日
、
細
川
氏
家
老
か
ら
毛
利
氏

の
当
職
益
田
・
清
水
へ
宛
て
た
書
状
、

尚
々
、
弥
左
衛
門
書
物
弐
通
返
シ
進
之
候
、
以
上

御
状
令
拝
見
候
、
然
者
長
門
国
呵
武
郡
宇
田
浦
之
庄
屋
弥
左
衛
門
と
申
者
、
元
和
七
年
二
私
曲
仕
、
妻
子
井
惣
吉
と
申
者
召
連
相
走
巾
・

候
、
然
処
彼
弥
左
衛
門
先
月
商
舟
之
船
頭
仕
、
其
元
へ
罷
越
候
を
被
見
届
、
居
所
御
尋
候
処
二
、
当
所
二
罷
居
候
由
申
二
付
、
其
段
紛

無
之
旨
書
物
被
仰
付
、
又
従
此
方
右
之
舟
二
中
乗
仕
候
者
壱
人
御
雇
候
て
、
御
飛
脚
二
被
相
沿
被
差
越
候
間
、
返
シ
進
之
候
様
―
一
と
被

仰
越
候
、
則
様
鉢
承
候
て
相
改
申
候
処
二
、
当
町
二
罷
居
由
巾
候
条
、
弥
左
衛
門
妻
子
之
儀
詰
取
人
可
被
差
越
相
渡
司
申
候
、
惣
吉
俄

ハ
十
月
斗
以
削
商
売
二
罷
越
候
て
居
合
不
巾
候
、
何
方
へ
参
候
哉
と
穿
竪
仕
候
へ
共
、
存
候
者
無
御
座
候
、
罷
帰
候
者
弥
左
衛
門
妻
子

近
世
初
期
の
大
名
枠
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

し
か
し
、

J
 

「彩
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(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

〔註〕
(
l
)
 近

世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
込
還
ー
豊
前
細
JIl
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

と
あ
る
。
弥
左
衛
門
は
、
船
頭
と
し
て
毛
利
氏
頑
へ
行
っ
た
際
、
捕
ら
え
ら
れ
た
。
彼
は
毛
利
氏
領
宇
田
浦
の
庄
屋
で
あ
っ
た
が
、
罪
を

犯
し
て
元
和
七
年
に
走
っ
た
。
：
弥
左
衛
門
の
走
り
先
が
判
明
し
た
の
で
、
毛
利
氏
は
細
川
氏
に
対
し
て
、
弥
左
衛
門
の
妻
子
、

た
惣
吉
の
返
還
を
求
め
て
き
た
。
そ
こ
で
、
細
川
氏
家
老
は
、
妻
子
と
と
も
に
、
惣
吉
の
居
所
が
わ
か
れ
ば
返
す
と
述
べ
、
請
取
人
の
派

毛
利
氏
領
か
ら
細
川
領
へ
の
走
り
者
は
、
寛
永
六
年
四
月
ま
で
の
走
り
者
を
記
し
た

に
み
え
る
よ
う
に
、
規
知
郡
だ
け
で
も
．
五
六
二
人
は
と
い
た
。
走
り
者
は
他
郡
へ
も
来
て
い
る
の
で
、
総
数
は
こ
れ
を
上
回
る
。
こ
れ

ら
走
り
者
の
う
ち
、
返
還
要
求
が
あ
っ
た
者
は
あ
る
程
度
毛
利
氏
へ
返
さ
れ
た
が
、
反
対
に
毛
利
氏
領
へ
の
走
り
者
、
お
よ
び
そ
の
返
還

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
細
川
氏
か
ら
の
返
還
要
求
は
な
い
。
細
川
氏
の
返
還
要
求
が
確
認
で
き
な
い
背
景
と
し
て
、
細

(16) 

川
領
か
ら
豊
後
諸
溜
•
福
岡
藩
な
ど
へ
の
走
り
者
は
数
多
く
存
在
す
る
の
に
対
し
、
毛
利
氏
領
へ
の
走
り
者
は
細
川
氏
の
五
口
帳
」
な
と

に
も
殆
ど
例
が
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
毛
利
氏
領
か
ら
走
っ

て
き
た
者
の
多
さ
に
比
べ
る
と
、
毛
利
氏
領
へ
の
走
り
者
は
極
め
て
少
な
い
。

渡
辺
健
策
「
萩
藩
確
立
期
の
藩
財
政
に
つ
い
て
」
（
丸
山
薙
成
編
『
菜
藩
制
↑
の
政
治
と
社
会
』
、
文
献
出
版
、
昭
和
五
十
八
年
）
。
ほ
か
に
、
森

田
良
占
「
萩
藩
成
立
期
の
財
政
（
そ
の

[
)
1
慶
長
・
元
和
期
の
蔵
入
制
度
」
（
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
一
八
号
、
昭
和
四
ト
一
年
）
、
脇
正

典
「
萩
藩
寛
永
一
年
改
革
に
つ
い
て
」
（
『
宇
郎
丁
業
尚
綽
専
門
学
校
研
究
報
告
』
二
四
号
、
昭
和
万
十
―
―

1

年）。

「
毛
利
家
文
書
』
四
ー
一
五
五
七
号
（
「
大
日
本
古
文
青
」
）
。

「
毛
利
家
文
庫
一
_
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）
。

『
松
井
家
先
相
由
来
付
」
、
『
松
井
家
譜
』
（
『
大
日
本
史
料
』
慶
長

t
五
年
じ
月
三
日
粂
）

C

『
山
口
県
史
料
』
四
0
頁ぃ

遣
を
求
め
て
い
る
。

詞
前
二
返
シ
可
進
之
候
、
尚
期
後
音
之
時
條
（
後
略

『
規
知
郡
へ
中
国
ヨ
リ
走
来
男
女
付
立
之
御
帳
』

一
緒
に
走
っ
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「
松
井
文
書
」
、
本
史
料
に
は
年
号
が
な
い
が
、
忠
利
は
「
内
記
」
を
用
い
、
忠
利
を
コ
ニ
斎
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
元
和
七
ー
八
年
に
限
定

で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
は
「
出
家
衆

l

到
来
の
件
が
あ
り
、
同
八
年
に
特
定
で
き
る
（
元
和
八
年
『
沖
津
江
』
「
永
青
文
庫
」
参
照
）
。

「
綿
考
輯
録
』
。

「
松
井
文
壽
」
。

『
御
所
帯
一
件
』
三
（
「
毛
利
家
文
庫
」
）
。

脇
正
典
氏
前
掲
論
文
。

『
毛
利
家
文
書
j

三
l
-

―
―
二
九
号
。

寛
永
二
年
「
当
役
宍
道
主
殿
助
意
見
書
」
（
「
毛
利
家
文
庫
」
）
。

寛
永
―
―
一
年
閏
四
月
．
一
日
「
覚
」
（
「
松
井
文
書
」
）
。

「
松
井
家
文
曹
」
。

寛
永
八
年
「
豊
前
小
倉
藩
人
沙
汰
一
件
書
状
」
（
「
毛
利
家
文
庫
l

)

。

「
永
青
文
庫
」
。

元
和
八
年
、
細
川
氏
は
、
豊
後
・
肥
後
の
諸
大
名
ヘ
一
斉
に
人
返
し
を
求
め
た
。
そ
の
う
ち
、
森
藩
久
留
島
氏
・
岡
藩
中
川
氏
へ
送
っ

た
走
り
者
の
帳
簿
が
残
っ
て
お
り
、
他
の
大
名
へ
も
同
様
の
帳
簿
が
送
ら
れ
、
返
還
が
求
め
ら
れ
た
。
同
年
、
府
内
藩
竹
中
氏
か
ら
は
、

細
川
氏
へ
走
り
者
の
返
還
を
求
め
る
帳
簿
が
送
ら
れ
て
お
り
、
相
互
返
還
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
熊
本
藩
加
藤
氏
に
つ
い
て
は
、
同

八
年
四
月
四
日
付
の
家
老
へ
苑
て
た
忠
利
書
状
に
、

一
、
加
藤
肥
後
殿
と
我
々
国
之
走
り
百
姓
之
事
、
肥
後
殿
な
申
来
候
ハ
、
十
年
以
来
走
た
る
も
の
互
二
取
返
し
申
候
様
二
と
理
二
て
候
、

十
年
以
前
二
走
候
も
の
ハ
国
二
有
付
、
妾
子
視
頷
も
ひ
ろ
く
成
候
て
居
申
候
間
、
右
之
理
に
て
互
其
分
二
申
合
候
間
、

Pr被
得
其
意

候
、
又
肥
後
合
被
返
候
百
姓
十
年
以
前
二
て
候
間
、
又
返
し
候
様
二
と
申
来
候
ハ
、
可
被
返
候
、
此
方
な
の
返
し
百
姓
も
随
其
可
申

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
遥
ー
豊
前
細
川
氏
と
固
辺
大
名
に
つ
い
て
1

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
6
 

（
四
）
豊
後
諸
藩
・
肥
後
熊
本
藩
と
の
走
り
者
返
還
協
定
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近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
」
返
還
ー
豊
前
細
Jll
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

と
あ
る
。

jJO
藤
氏
か
ら
「
申
来
候
」
こ
と
は
、
過
去
一

0
年
間
の
走
り
者
を
「
互
二
」
返
還
し
合
い
、

こ
の
よ
う
に
、
大
名
間
の
走
り
者
返
遠
は
、
基
本
的
に
相
互
返
還
で
あ
っ
た
。
他
の
豊
後
諸
大
名
に
つ
い
て
捉
え
る
と
、
日
田
藩
石
川

(
2
)
 

氏
と
の
間
に
は
、
寛
永
五
年
に
什
川
氏
領
へ
の
走
り
者
、
同
七
年
に
細
川
領
へ
の
走
り
者
が
返
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
先
立
つ
同
二
年
に

も
相
互
返
還
が
行
わ
れ
た
。
同
，
一
年
四
月
二
十

H
、
細
川
氏
家
老
長
岡
・
小
笠
原
か
ら
、
石
川
氏
の
家
老
層
と
思
わ
れ
る
石
川
淡
路
・
天

野
刑
部
へ
宛
て
た
書
状
に
よ
る
と
、
細
川
氏
が
預
か
る
幕
府
領
由
布
院
の
「
百
姓
」
か
石
川
氏
領
へ
走
り
、
そ
れ
を
他
の
者
が
追
い
掛
け

て
後
野
上
村
の
甚
左
衛
門
に
預
け
た
。
こ
の
こ
と
を
日
田
か
ら
の
使
者
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
石
川
氏
領
に
お
い
て
穿
竪
が
行
わ
れ
た
。
そ

こ
で
、
長
岡
・
小
笠
原
は
、
「
態
以
使
者
可
申
入
儀
二
候
へ
共
、
其
子
細
二
て
無
御
座
候
故
、
御
使
者
へ
語
申
候
、
如
被
仰
越
、
何
方
も

百
姓
共
之
申
分
二
候
間
、
可
為
不
相
定
儀
と
存
候
」
と
述
べ
る
。
正
式
の
返
還
要
求
を
し
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
石
JI
氏
の
取
り
計
ら

い
に
対
す
る
礼
で
あ
る
。
書
状
の
後
半
は
、
石
川
氏
か
ら
の
人
返
し
要
求
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
。
日
田
か
ら
走
っ
て
き
た
喜
介
に
つ

い
て
、
「
国
中
申
触
候
へ
共
、
干
今
見
柑
不
巾
候
、
弥
堅
中
付
候
、
と
ら
へ
申
候
ハ
ヽ
、
自
是
可
進
候
]
と
い
う
。
確
か
に
、
珊
川
領
内

で
は
、
「
石
川
、
主
殿
之
御
百
姓
走
巾
二
付
、
見
相
次
第
差
出
し
候
へ
」
と
い
う
触
状
が
出
さ
れ
、
喜
介
の
捜
索
が
行
わ
れ
て
い
る
。

岡
藩
久
留
島
氏
か
ら
は
、
寛
永
五
年
、
「
人
戻
之
儀
二
付
、
鉄
砲
之
も
の
」
が
派
遣
さ
れ
て
来
て
お
り
、
同
九
年
に
ば
「
走
参
候
人
数
」

の
返
還
を
要
求
し
て
き
た
。
ま
た
、
岡
藩
中
川
氏
か
ら
の
返
還
要
求
は
、
同
一
一
年
、
走
り
者
九
人
が
「
当
津
二
在
之
を
被
届
候
二
付
、
式

部
少
殿
・
民
部
少
殿
・
欠
野
利
斎
・
米
田
与
右
衛
門
方
井
我
ネ
―
―
一
人
相
談
之
上
、
差
返
し
申
候
事
」
と
あ
る
。
中
川
氏
領
か
ら
の
走
り
者

に
つ
い
て
、
細
川
氏
家
老
（
「
式
部
少
・
民
部
少
]
)

そ
れ
以
前
の
走
り
者
は
そ
れ
ぞ
れ

や
惣
奉
行
（
「
一
；
・
人
」
）
ら
が
相
談
し
て
返
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
府
内
藩
竹
中

;
8
)
 

氏
・
日
出
藩
木
下
氏
と
の
間
で
も
相
互
に
走
り
者
の
返
還
が
行
わ
れ
て
い
た
。

の
領
国
に
「
有
付
」
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

候
条
、
可
被
得
其
意
候
事
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「
松
井
文
書
」
。

寛
永
五
年
『
日
帳
』
こ
月
二
十
二
日
条
。
寛
永
七
年
『
御
郡
へ
之
相
』
八
月
一
十
．
一
日
条
。

「
松
井
家
文
害
」
。

寛
水
二
年
『
党
書
』
四
月
十
七
日
条
。

寛
永
五
年
『
日
帳
』
二
月
九
日
条
。

「
嶋
官
兵
衛
自
分
寛
書
」
（
「
久
留
島
家
文
書
」
『
旧
記
集
』
）

C

故
野
口
喜
久
雄
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

寛
永
一
年
『
覚
書
』
一
一
．
月
十
一
日
条
。

寛
永
七
年
「
日
戟
』
十
二
月
十
一
二
日
条
。
寛
永
八
介
「
御
郡
へ
之
in』
―
一
月
一
一
十
七
日
条
。

規
矩
•
田
川
郡
で
、
藩
境
を
接
す
る
福
岡
藩
黒
田
氏
領
か
ら
の
走
り
者
を
記
し
た
寛
永
六
年
『
規
矩
郡
村
々
江
筑
前
ぢ
出
来
人
改
御
帳
』

は
、
細
川
氏
が
独
自
に
調
在
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
者
の
身
分
は
不
明
で
あ
る
か
、
慶
長
六
年
＼
寛
永
六
年
の
間
に
、

規
矩
郡
だ
け
で
も
三
六
八
人
が
走
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
黒
田
氏
領
か
ら
の
走
り
者
に
つ
い
て
は
、

①
筑
前
合
ざ
う
り
取
一
人
走
参
候
由
候
而
、
人
留
之
原
久
兵
衛
め
し
つ
れ
参
候
得
者
、
町
人
二
奉
公
仕
度
と
申
二
付
、
米
田
与
右
衛
門

殿
へ
人
を
沿
遣
申
候
事

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

②
筑
前
な
め
う
と
も
の
ノ
百
姓
走
り
候
て
、
境

H
ノ
今
村
と
巾
所
へ
参
候
よ
し
、
上
田
忠
左
衛
門
巾
さ
れ
候
事
、
但
さ
か
い
目
二
置
候

て
ハ
い
か
、
二
候
間
、
御
国
中
二
被
骰
候
へ
と
巾
渡
候
事
、
但
右
之
者
二
孫
一
人
召
連
参
候
也

①
は
、
惣
奉
行
の
記
録
で
あ
る
寛
永
元
年
『
万
覚
帳
l

E

四
月
六

H
条
、
②
が
十
二
月
一
一
日
条
で
あ
る
。
前
者
は
、
町
人
に
奉
公
し
た
い

と
い
う
筑
前
の
草
履
取
り
を
、
惣
奉
行
が
人
留
か
ら
受
け
取
り
、
町
奉
行
の
米
田
に
遣
わ
し
て
い
る
。
走
り
者
を
捕
ら
え
て
き
た
原
久
兵

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
」
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
囚
辺
大
名
に
つ
い
て
ー

〔註〕
(
l
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

（五）

福
岡
藩
と
の
走
り
者
返
還
問
題
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「
糾
明
之
上
、
筑
前
へ
走
申
儀
無
紛
候

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

衛
は
、
高
月
の
「
人
留
」
で
あ
り
、
八
石
二
人
扶
持
が
給
さ
れ
て
い
た
。
「
人
留
」
は
、
細
川
領
の
茶
屋
の
道
・
古
向
月
・
山
地
村
・
宇
佐

の
四
カ
所
に
配
置
さ
れ
、
他
領
か
ら
の
走
り
者
、
他
領
へ
の
走
り
者
を
取
り
締
ま
っ
た
。
後
者
の
上
田
忠
左
衛
門
は
、
規
矩
郡
の
郡
奉
行

で
あ
り
、
黒
田
氏
領
か
ら
の
走
り
者
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
惣
奉
行
の
指
示
は
、
走
り
者
を
本
国
に
返
還
す
る
こ
と
な
く
、
領
内
に

引
き
入
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
走
り
者
の
な
か
に
は
、
「
当
地
二
有
付
可
申
た
め
と
て
、
せ
た
い
道
具
持
参
」

(
4
)
 

る
者
も
い
た
。

し
て
く

黒
田
氏
領
か
ら
走
っ
て
き
た
「
百
姓
」
・
下
人
・
下
女
・
中
間
・
小
者
な
ど
は
返
還
さ
れ
ず
、
多
く
が
細
川
領
に
留
め
置
か
れ
た
。

た

だ
し
、
武
士
の
場
合
は
別
で
あ
る
。
寛
永
元
年
十
月
、
田
川
郡
香
春
町
へ
走
っ
て
き
た
黒
田
氏
家
臣
の
土
方
四
郎
左
衛
門
は
、
家
老
・
惣

奉
行
ら
が
相
談
し
て
、
「
他
国
へ
遣
候
」
と
い
う
こ
と
に
決
定
し
た
。
ま
た
、
同
六
年
に
走
っ
て
き
た
村
山
安
兵
衛
は
、

（
前
略
）
前
か
と
筑
前
二
居
、
少
知
を
取
申
二
付
、
牢
人
仕
田
川
へ
参
居
候
、
惣
別
筑
前
二
て
知
行
を
取
候
牢
人
ハ
、
御
国
二
不
被
召
置

筈
二
付
、
前
か
と
他
国
へ
被
成
御
払
候
処
二
、
日
田
郡
へ
参
居
候
而
、
又
弓
削
木
右
衛
門
知
行
地
へ
参
、
御
奉
公
二
罷
出
候
（
後
略
）

追
放
処
分
と
な
っ
た
の
だ
が
、
再
び
田
川
郡
の
惣
庄
屋
へ
走
っ
て
き
て
、
「
御
奉
公
」
（
「
御
物
書
」
）

し
て
い
る
。
彼
は
も
と
も
と
黒

田
氏
の
家
臣
だ
っ
た
の
で
、
再
度
、
追
放
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
同
五
年
に
走
っ
て
き
た
黒
田
氏
の
陪
臣
、
南
部
伝
右
衛
門
・
神
田
甚
左

衛
門
の
二
人
も
、
「
片
時
も
急
、
他
国
へ
可
被
参
由
可
被
申
入
候
」
と
な
っ
て
い
る
。
黒
田
氏
以
外
の
大
名
領
か
ら
走
っ
て
き
た
武
士
に

対
し
、
細
川
氏
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
黒
田
氏
家
臣
に
つ
い
て
は
、
「
他
国
」

こ
と
は
な
か
っ
た
。

へ
追
放
し
、
召
し
抱
え
る

つ
ぎ
に
、
黒
田
氏
領
へ
の
走
り
者
に
対
す
る
細
川
氏
の
対
応
を
う
か
が
う
と
、
寛
永
二
年
、
岩
崎
内
蔵
丞
の
小
者
与
作
は
筑
前
へ
走
ろ

う
と
し
て
、
「
人
留
」
に
捕
ら
え
ら
れ
た
。
彼
の
処
置
は
家
老
・
惣
奉
行
ら
の
相
談
に
よ
っ
て
、

ハ
ヽ
、
誅
伐
二
相
究
候
事
」
と
な
っ
た
。
同
六
年
、
筑
前
へ
走
ろ
う
と
し
て
捕
ら
え
れ
た
下
女
の
場
合
、
家
老
長
岡
・
有
吉
は
「
彼
女
筑

(10) 

前
ノ
内
二
も
不
参
、
御
分
国
ノ
内
二
罷
居
候
上
者
、
別
条
有
間
敷
候
」
と
申
し
付
け
た
が
、
再
度
相
談
し
た
結
果
、
「
成
敗
」
と
な
っ
た
。
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ま
た
、
陪
臣
桧
井
・

9

上
位
衛
門
（
家
名
長
岡
の
家
臣
）

の
人
足
は
、
知
行
地
内
の
名
子
で
あ
っ
た
が
、
中
間
と
の
対
す
か
ら
同
七
年
に
筑
前

へ
走
ろ
う
と
し
て
、
捕
ら
え
ら
れ
た
。
彼
の
処
置
は
、
「
惣
別
筑
前
へ
走
候
者
ハ
御
誅
伐
被
仰
付
候
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
御
誅
伐
」
に
処

せ
ら
れ
た
。
細
川
氏
家
臣
か
筑
前
へ
走
っ
た
例
は
確
認
で
ぎ
な
い
が
、
小
者
・
下
女
・
名
子
ら
は
筑
前
へ
走
ろ
う
と
し
て
抽
ら
え
ら
れ
た

場
合
、

い
ず
れ
も
処
訊
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
「
他
国
」

へ
走
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
捕
ら
え
れ
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に

慶
長
期
以
来
、
紺
川
領
て
は
黒
田
氏
領
へ
の
通
行
・
通
商
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
毛
利
氏
か
調
木
且
し
た
慶
長
十
七
年
「
翡
前
国
小
倉
世

間
沙
汰
聞
害
」
に
よ
る
と
、

一
、
筑
前
之
も
の
町
中
二
あ
き
人
成
共
、
参
申
も
の
か
ら
め
上
事

と
あ
り
、
小
倉
城
下
の
町
人
が
筑
前
へ
冨
山
人
」
す
る
の
は
禁
止
で
あ
っ
た
。
元
和
七
年
以
降
の
忠
利
時
代
に
な
っ
て
も
、
黒
田
氏
領
へ

(13) 

行
っ
た
場
合
ば
、
「
三
斎
様
御
代
な
筑
前
通
仕
候
も
の
八
、
＿
類
を
曲
事
二
被
仰
付
候
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
。
同
様
に
、
黒
田
氏
側
で

も
、
豊
前
米
を
積
ん
で
大
坂
へ
廻
漕
し
た
「
国
之
運
賃
船
」
の
船
頭
•
水
夫
を
「
籠
者
」
に
処
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
細
川
氏
ー
黒
田
氏
の
政
治
的
関
係
に
起
因
す
る
。
両
者
の
関
係
は
、
元
和
四
年
の
忠
興
書
状
に
、
「
黒
筑
州
と
我
等
間
之
悪

{15) 

事
者
、
入
同
以
来
之
事
」
と
あ
る
ご
と
く
、
慶
長
五
年
以
来
悪
か
っ
た
。
関
ヶ
原
戦
後
、
豊
前
中
津
を
領
し
て
い
た
黒
田
氏
は
筑
前
へ
移

り
、
そ
の
跡
に
細
川
氏
が
入
部
し
た
。
そ
の
時
、
黒
田
氏
は
年
貢
米
を
先
納
し
て
筑
前
へ
移
っ
た
。
慶
長
六
年
十
一
月
十
八
日
付
、

州
な
和
渡
先
納
分
．
一
の
一
紙
目
録
に
よ
る
と
、
こ
の
時
ま
で
に
、
黒
田
氏
か
ら
大
坂
や
小
倉
な
ど
で
二
万
六

0
0
0石
余
の
米
大
立
が
返

さ
れ
、
残
る
先
納
分
も
同
七
年
ま
で
に
は
返
済
さ
れ
た
。
し
か
し
、
忠
輿
書
状
に
み
え
る
よ
う
に
、
両
者
の
関
係
ば
こ
れ
を
契
機
に
悪
化

細
川
氏
は
、
「
他
国
」
か
ら
の
帰
参
者
へ
優
遇
策
を
講
し
、
遠
住
を
勧
め
て
い
る
か
、
黒
田
氏
領
へ
走
り
、
帰
参
し
た
場
合
も
固
じ
て

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
屁
辺
大
名
に
つ
い
て
1

す
る
。

付
、
町
中
の
も
の
筑
前
へ
出
入
仕
間
敷
事

な
ろ
う
が
、
走
り
先
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。

「甲
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近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
丁
疋
り
者
』
返
屈
ー
曹
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
ー

あ
ろ
う
か
。
寛
永
五
年
に
走
り
、
翌
年
に
戻
っ
て
き
た
末
村
九
右
衛
門
の
「
譜
代
之
小
者
」
は
、

8
 

つ
ぎ
の
よ
う
に
処
償
さ
れ
た
。

一
、
末
村
九
右
衛
門
譜
代
之
小
者
、
去
年
走
申
候
、
今
日
走
戻
候
、
此
中
筑
前
二
居
候
由
申
二
付
、
走
所
悪
敷
候
間
、
先
籠
者
可
中
付

由
、
御
家
老
衆
被
仰
二
付
、
新
籠
二
人
申
候
事

彼
が
「
籠
者
]
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
、
走
り
の
行
為
自
体
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
走
り
先
の
筑
前
が
工
を
所
悪
敷
]
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
黒
田
氏
と
の
問
に
、
走
り
者
の
返
還
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
走
り
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
領
国
に
留
め
置
か
れ
た
。
寛
永

＿
―
-
年
、
筑
前
の
戸
幡
村
か
ら
女
が
走
っ
て
き
た

1
U

女
の
返
遠
を
求
め
て
き
た
追
っ
手
に
対
す
る
中
心
利
の
「
御
i

竺
に
山
‘

-
、
筑
前
之
内
と
は
た
村
ぢ
廿
斗
成
女
一
人
、
今
村
迄
走
来
候
様
子
之
儀
ハ
、
し
う
と
な
せ
た
い
を
渡
し
可
巾
由
巾
候
へ
と
も
、
家
を

請
取
候
事
不
相
成
二
付
、
立
退
候
と
女
申
之
由
候
、
跡
な
男
三
人
参
、
も
と
し
く
れ
候
へ
と
理
り
申
候
へ
と
も
戻
不
申
候
、
如
何
可

仕
裁
と
今
村
之
御
百
姓
甚
右
衛
門
申
米
候
二
付
、
則
得
御
誼
候
処
二
、
今
迄
互
二
走
者
取
遣
無
之
候
間
、
此
女
取
返
し
候
ハ
て
不
叶

儀
二
候
ハ
ヽ
、
筑
前
殿
年
寄
衆
な
此
方
之
年
寄
衆
へ
状
を
取
候
而
可
参
由
申
候
て
、
三
人
之
者
を
返
し
可
申
候
（
後
略
）

と
あ
る
。
後
半
部
分
が
忠
利
の
「
御
淀
l

で
あ
り
、
彼
は
、
黒
田
氏
と
の
間
に
相
圧
返
還
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
返
し
て

ほ
し
く
ば
黒
田
氏
「
年
寄
衆
」
の
書
状
を
持
参
す
る
よ
う
、
申
し
付
け
て
い
る
。
当
時
、
黒
田
氏
と
の
間
に
「
走
者
取
遣
」
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
忠
利
が
述
べ
る
よ
う
に
「
年
寄
衆
」
（
家
老
層
）

の
書
状
が
あ
れ
ば
別
で
あ
っ
た
。

細
川
ー
黒
円
氏
間
に
お
け
る
最
初
の
返
還
要
求
は
、
細
川
氏
か
ら
出
さ
れ
た
。
寛
永
四
年
、
夫
食
米
を
横
領
し
た
下
毛
郡
伊
原
村
庄
屋

が
黒
田
氏
領
へ
走
っ
た
。
伊
原
村
庄
尼
は
忠
興
鯰
居
須
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
村
に
は
患
利
の
蔵
入
地
も
あ
っ
た
の
で
、
隠
居
領
に
い
た

走
り
者
の
縁
者
は
中
津
牢
に
入
れ
ら
れ
、
蔵
入
地
の
緑
者
は
小
倉
牢
へ
入
れ
ら
れ
た
。
忠
利
は
、
走
り
者
の
遠
縁
に
あ
た
る
者
を
使
っ
て

走
り
先
を
捜
さ
せ
、
走
り
先
を
突
ぎ
と
め
た
。
そ
こ
で
、
忠
利
は
、
同
五
年
八
月
二
十
九
H
‘
忠
興
へ
「
我
ホ
者
と
も
合
、
彼
地
年
寄
共

示

i

)

-

2

1

)

へ
申
さ
せ
て
見
可
申
候
哉
」
と
い
う
害
状
を
送
り
、
黒
田
氏
と
の
交
渉
を
申
し
出
た
。
こ
れ
に
対
す
る
忠
典
の
返
答
に
は
、

一
、
走
者
之
儀
、
精
を
御
人
候
て
有
所
御
聞
届
候
而
書
付
給
候
、
此
所
二
居
申
候
、
去
年
江
戸
へ
参
候
刻
、
有
所
悔
二
聞
立
候
者
江
戸
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川
申
越
候
事

ヘ
可
申
越
候
、
大
炊
殿
へ
談
合
申
、
何
と
そ
取
返
調
儀
可
仕
と
存
、
申
付
置
候
処
、
其
才
覚
遅
候
而
、
我
々
上
候
時
三
州
古
田
に
て

行
合
申
二
付
、
無
口
疋
非
候
シ
、
重
而
江
戸
参
上
之
時
と
存
候
処
、
其
方
な
筑
前
年
寄
共
へ
申
や
ら
せ
候
ハ
ん
由
、

]
の
背
景

一
段
満
足
巾
候
、

と
あ
る
。
忠
興
は
、
こ
れ
ま
で
走
り
者
の
返
還
を
し
て
こ
な
か
っ
た
黒
田
氏
と
直
接
に
交
渉
せ
ず
、
土
井
利
勝
を
仲
介
と
し
て
、
返
還
を

巾
し
込
も
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
、
同
四
年
四
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
出
府
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
走
り
先
を
突
き

と
め
、
土
井
に
返
還
を
依
頓
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
走
り
先
の
調
査
が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
忠
利
が
黒
田
氏
へ
返
還
を
申
し
込
む
こ
と

に
つ
い
て
、
忠
興
は
「
満
足
」
と
述
べ
、
そ
の
交
渉
を
認
め
る
と
と
も
に
、
土
井
へ
の
依
頼
も
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
忠
利
が
黒
田

氏
と
直
接
に
返
還
交
渉
を
行
い
、
同
五
年
十
月
に
は
黒
田
氏
か
ら
返
答
が
あ
り
、
走
り
者
は
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

黒
田
氏
の
対
応
に
対
し
、
細
川
氏
も
走
り
者
を
留
め
置
か
ず
、
追
い
返
し
て
い
る
。
同
五
年
十
月
―
一
十
九
日
の
中
心
輿
害
状
に
よ
る
と
、

船
で
や
っ
て
き
た
黒
田
氏
領
の
者
を
下
船
さ
せ
ず
返
し
て
お
り
、
黒
田
氏
も
「
事
之
外
満
足
か
り
に
て
候
」
と
い
う
。
こ
の
後
も
要
求
の

あ
っ
た
走
り
者
は
柑
互
に
返
さ
れ
て
お
り
、
寛
永
七
年
、
黒
田
忠
之
が
自
己
の
家
老
層
に
宛
て
た
書
状
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
宮
崎
藤
右
衛
門
知
行
所
二
豊
前
合
走
り
者
有
之
由
、
越
中
守
殿
な
か
、
爪
民
部
迄
申
来
承
知
候
、
早
々
せ
ん
さ
く
申
付
可
差
返
候
、

様
子
よ
く
藤
右
衛
門
二
相
尋
、
以
害
付
を
可
申
越
候
、
近
年
越
中
殿
な
走
り
者
之
儀
二
付
而
ハ
結
構
二
被
申
付
候
、
互
之
儀
二
候
条
、

早
々
か
椋
之
者
居
候
儀
何
々
迄
も
可
申
越
俄
と
存
候
、
ふ
か
く
屁
シ
置
候
儀
曲
事
二
存
候
、
様
子
野
村
孫
兵
へ
参
候
刻
、
口

t
二
も

黒
田
中
心
之
は
、
細
川
忠
利
か
ら
返
還
要
求
が
あ
っ
た
走
り
者
の
穿
堅
を
命
じ
て
お
り
、
「
隠
シ
置
候
儀
曲
事
」
と
辿
べ
る
。

に
は
、
「
互
之
俄
」
で
あ
る
走
り
者
の
迦
還
に
つ
い
て
、
細
川
氏
の
「
結
構
」
な
対
応
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
細
川
ー
黒
田
氏
間
に
お

い
て
も
、
寛
永
五
年
以
降
は
用
互
返
還
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

才
覚
候
圃
可
被
見
候
、
其
十
に
て
も
大
炊
殿
へ
者
被
申
事
候
事

そ
れ
は
要
求
が
あ
っ
た
走
り
者
に
限
ら
れ
、
返
還
要
求
の
な
い

者
は
他
の
大
名
領
の
走
り
者
と
同
じ
く
、
多
く
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
国
に
留
め
悩
か
れ
る
。

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
H

走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1
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ご
り

近
侃
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
』
返
還
ー
辿
亨
＂
即
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て

1

「
永
青
文
庫
」
。

(
3
)

冗
和
し
1
八
年
『
曹
前
御
侍
犀
二
永
青
文
庫
」
）
。

寛
水
元
年
「
日
厭
」
几
月
九
日
条
（
「
永
青
文
庫
l

)

。

寛
永
五
年
に
筑
愉
か
ら
走
っ
て
き
た
二
介
は
、
「
片
野
村
二
親
類
在
之
間
、
こ
れ
参
有
付
度
由
申
通
候
、
お
や
こ
在
之
二
究
候
ハ
ヽ
、
片
野
二
附

候
様
二
と
被
仰
開
候
、
皿
芹
候
ハ
、
巾
国
へ
渡
し
可
申
由
」
と
あ
り
、
彼
の
場
合
は
皿
条
件
に
留
め
罹
い
た
の
て
は
な
く
、
縁
者
の
存
什
か
必

要
で
あ
っ
た
（
疫
水
五
年
『
H
帳
』
叶
月
十
四
日
、
「
永
青
文
庫
」
）
―

J

寛
永
元
年
『
相
談
戟
』
十
月
二
十
六
日
条
（
「
水
手
自
文
庫
」
）
。

寛
永
六
年
『
日
板
』
五
月
十
一
日
・
六
月

t
日
条
。

意
水
五
年
『
日
板
』
十
一
一
月
二
十

i

日
条
。

窟
、
水
：
年
『
詑
書
』
一
一
月
十
四
日
条
（
「
永
青
文
庫
」
）
。

寛
永
六
年
『
日
転
』
五
月
十
九
日
・
六
月
十
日
条
。

寛
永
じ
年
『
日
慇
十
月
十
，
一
日
条
。

「
毛
利
求
文
店
」

(Ili
口
県
文
占
館
蔵
）
。

寛
永
七
年
『
御
郡
へ
之
状
担
』
四
月
朔

H
条
（
「
永
青
文
庫
」
）
。

1
1
号
不
明
た
が
、
庄
野
半
人
夫
に
宛
て
た
黒
田
長
政
の
．
月
晦
日
付
書
状
（
『
福
岡
県
史
』
近
世
史
科
絹
•
福
岡
藩
初
期
卜
、
六
，
＂
ク

凡
和
四
年
し
月
十
日
付
、
忠
利
宛
の
忠
興
書
状
（
『
細
川
家
史
料
』
七
ー
一
じ

0
八
号
）

里
田
氏
と
の
領
国
受
け
渡
し
を
担
当
し
た
家
名
松
井
の
「
松
井
家
文
害
，
一
に
は
、
「
請
取
申
先
納
米
之
市
」
な
ど
の
請
取
状
も
残
っ
て
お
り
、

先
納
米
返
還
の
実
態
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

慶
長
七
年
五
月
二
十
五
日
付
‘
忠
利
宛
て
の
忠
興
書
状
に
「
先
納
之
俄
相
す
ミ
」
と
あ
る
（
『
細
川
家
史
料
』

寛
永
六
年
『
日
鞣
』
四
月

-
+
-
H条。

寛
永
一
二
年
『
本
嗚
』
四
月
一
一
十
六
日
条
（
「
水
青
文
庫
」
）
。

『
細
川
家
史
料
』
九
ー
ー
エ
ハ
：
二
号
。

同
右
、
ニ
ー
六
し
六
芳
し

．
l
-
八
号
）

C
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同
右
、
一
f
l
七
0
ニ
・
七
01
―
ー
・
七
一
四
号
、
九
ー
・
一
七
一
二
号
。

詞
右
、
三
l
七
0
六
号
。

寛
水
七
年
三
月
十
人
日
付
、
黒
田
美
作
・
小
河
内
蔵
允
へ
宛
て
た
忠
之
の
書
状
（
『
福
岡
県
史
』
近
世
史
料
編
・
福
岡
藩
初
期
下
、

号）。

大
名
間
の
政
治
的
関
係
と
幕
府
権
力

大
名
間
の
走
り
者
返
還
は
、
「
互
之
儀
」
と
し
て
返
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
政
治
的
関
係
が
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
は
、
細
川
ー
黒
田

氏
間
の
返
還
交
渉
に
明
ら
か
で
あ
る
。
細
川
氏
と
周
辺
諸
大
名
と
の
関
係
を
書
状
・
使
者
の
往
来
に
み
る
と
、
忠
利
が
在
国
し
て
い
た
寛

永
ニ
ー
三
年
、
交
流
が
あ
っ
た
の
は
豊
後
諸
大
名
・
萩
藩
毛
利
氏
・
鹿
児
島
藩
島
津
氏
・
熊
本
藩
加
藤
氏
・
柳
川
藩
立
花
氏
・
久
留
米
藩

有
馬
氏
・
佐
賀
藩
鍋
島
氏
に
限
ら
れ
る
。

毛
利
氏
か
ら
の
使
者
は
、
「
毛
利
甲
斐
守
様
な
御
吏
者
権
田
勘
左
衛
門
と
巾
仁
被
参
候
二
、
御
小
袖
三
ツ
被
遣
候
事
」
と
あ
り
、
寛
永

改
革
を
実
行
し
た
毛
利
秀
元
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
豊
後
諸
大
名
に
つ
い
て
も
、
「
稲
葉
彦
四
郎
様
な
御
飛
脚
も
人
参
候
]
‘
「
豊
後
中

川
内
膳
殿
ノ
家
中
之
も
の
由
二
て
両
人
参
候
」
、
「
木
下
右
衛
門
様
な
御
使
者
壱
人
参
候
」
な
ど
と
あ
り
、
臼
杵
藩
稲
築
―
通
・
岡
藩
中
川

久
盛
・
日
出
藩
木
下
延
俊
と
の
交
流
を
示
す
。
と
く
に
、
忠
興
と
木
下
延
俊
は
義
兄
弟
の
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
た
加
藤
氏
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
寛
永
元
年
正
月
、
忠
利
へ
宛
て
た
忠
興
の
書
状
に
、
「
加
藤
肥
後
守
と
我
々
崩
々
な
申
通
二
付
、
歳
牲
・
端
午
二
小
袖
．
帷
互

二
遣
候
」
と
あ
る
。
忠
利
に
加
藤
氏
へ
の
贈
物
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
忠
利
の
返
書
に
も
、
「
以
来
者
拙
者
か
た
な
祝
俄

Ur
申
」
と

あ
り
、
忠
興
以
来
の
関
係
が
続
け
ら
れ
た

U

こ
の
よ
う
に
、
細
川
氏
か
走
り
者
の
返
遠
を
行
っ
た
毛
利
氏
・
加
藤
氏
・
豊
後
請
人
名
と
の
間
に
は
、
害
状
や
使
者
の
往
来
な
ど
か
行

わ
れ
て
い
た
が
、
「
入
国
以
来
」
悪
か
っ
た
黒
田
氏
と
の
間
に
そ
れ
は
な
く
、
他
の
周
辺
大
名
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
細
川
ー
黒
田
氏
の

近
枡
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
翌
前
細
川
氏
と
固
辺
大
名
に
つ
い
て
1

(22) 
3
)
 

(
2
 

(24) 

（六）

I
 

:
1
0
六
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近
冊
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
て
退
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

政
治
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
丸
山
薙
成
氏
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
寛
永
計
年
以
降
、
こ
の
よ
う
な
黒
田
氏
と
の
間
に
も
、
相
互
に
人

返
し
か
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
両
者
の
関
係
改
善
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
細
川
氏
が
熊
本
へ
移
る
と
、
人
返
し
も
行
わ

れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
寛
永
十
七
年
二
月
、
岡
藩
中
川
氏
が
走
り
者
の
返
還
を
求
め
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
忠
利
か
ら
家
老
へ
出
し
た

書
状
に
、

祠
略
）
只
今
迄
黒
田
な
と
、
走
百
姓
之
儀
互
二
不
申
候
、
科
人
と
候
ヘ
ハ
各
別
之
俄
二
候
、
小
者
・
中
間
も
百
姓
も
何
程
も
筑
前
二

可
有
之
候
得
共
、
圧
不
申
候
、
我
等
中
川
と
申
通
候
間
之
走
百
姓
ハ
、
尚
以
別
二
可
仕
置
候
、
又
盗
人
か
人
こ
ろ
し
仕
者
か
各
別
之
訳

と
あ
る
。
罪
人
二
盗
人
か
人
こ
ろ
し
」
）

は
別
と
し
て
、
黒
田
氏
と
の
間
に
走
り
者
の
相
互
返
還
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

へ
の
返
還
は
、
黒
田
氏
と
「
尚
以
別
」
と
あ
る
か
ら
、
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
忠
利
は
中
川
氏
へ
の
走
り
者
返
遠
に
つ
い
て
、

等
中
川
と
申
通
候
間
」
と
述
べ
て
お
り
、
走
り
者
を
返
す
背
景
に
「
申
通
」
を
す
る
関
係
が
存
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
名
間
の
走
り
者
返
遠
は
、
大
名
自
身
、
ま
た
は
家
老
間
の
政
治
交
渉
で
行
わ
れ
る
た
め
、
「
申
通
」

の
有
無
か
大

き
く
影
響
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
細
川
ー
黒
田
氏
の
よ
う
に
、
走
り
者
を
返
さ
な
い
大
名
も
出
て
く
る
。
し
か
し
、
細
川
忠
興
が
初
め
て

筑
前
へ
の
走
り
者
を
取
り
返
そ
う
と
し
た
時
、
そ
の
交
渉
を
上
井
利
勝
へ
依
頼
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
交
渉
か
難
行
す
る
場
合
に
は
幕

府
権
力
の
介
入
か
み
ら
れ
る
。
慶
長
一

0
年
前
後
、
毛
利
ー
細
川
氏
の
間
で
行
わ
れ
た
最
初
の
人
返
し
に
お
い
て
も
、
幕
府
が
介
入
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
額
府
権
力
の
関
与
と
大
名
間
人
返
し
と
の
連
関
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
、
中
世
に
お
け
る
領
主
相
互
間
の
人
返
し
で
は
、
南
北
朝
末
期
の
松
浦
党
一
揆
契
状
に
は
、
逃
亡
農
民
の
抱
え
置
を
「
相
互
不
可

杖
持
置
領
内
云
々
」
と
禁
止
し
、
「
任
定
怯
直
可
被
渡
主
人
方
」
と
あ
っ
て
、
本
在
所
へ
の
返
遠
を
取
り
決
め
て
い
る
。
ま
た
、
天
正
中

k
期
、
筑
後
国
南
祁
の
在
地
領
主
か
ら
同
地
域
の
五
条
氏
宛
起
請
文
に
も
、
「
相
互
之
儀
」
を
本
来
と
す
る
人
返
し
条
項
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
近
槻
初
期
の
大
名
間
人
返
し
と
同
じ
く
、
「
相
互
」
の
こ
と
と
し
て
走
り
者
返
還
を
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

有
之
ハ
、
承
候
上
何
方
へ
も
返
し
DJ巾
と
存
候
、
已
上

戦
国
大
名
に
つ 「我

一
方
、
中
川
氏
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い
て
は
、
大
内
・
伊
達
氏
な
ど
の
分
国
法
典
に
人
返
し
条
項
が
み
え
る
も
の
の
、
そ
れ
は
頃
国
内
に
限
ら
れ
て
お
り
、
大
名
相
互
間
の
人

返
し
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
戦
国
大
名
が
領
国
を
越
え
た
走
り
者
に
対
し
、
協
定
な
ど
を
結
び
返
還
し
合
っ
て
い
た

か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
が
、
統
一
権
力
の
出
現
と
と
も
に
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
た
人
返
し
が
行
わ
れ
て
く
る
。

播
磨
国
ニ
―
―
万
石
を
領
し
、
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
に
従
っ
た
中
川
氏
は
、
文
禄
二
年
五
月
、
朝
鮮
出
兵
に
お
け
る
失
態
か
ら
大
友
氏

に
先
立
つ
同
年
七
月
、

改
易
後
の
豊
後
同
岡
（
六
万
六

0
0
0石）

こ
の
未

へ
渡
さ
れ
、

ヘ
領
地
替
え
と
な
っ
た
。
秀
吉
の
正
式
な
転
封
命
令
は
同
年
＋
～
月
に
出
さ
れ
る
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

先
年
乱
入
之
刻
、
豊
後
国
不
寄
男
女
、
或
関
取
或
押
取
、
其
国
二
在
之
由
候
間
、
相
改
、
如
元
可
返
付
候
、
悔
者
相
添
、
領
主
代
官
ヘ

可
引
渡
候
、

又
其
同
之
者
共
、
豊
後
二
於
在
之
者
、
右
同
前
可
呼
返
候
也

文

禄

年

）

（

豊

比

秀

吉

）

七

月

六

日

（

朱

印

）

（

消

|

)

加
藤
主
計
頭

（
行
長
）

小
西
摂
津
守

留
守
居
中

宛
所
の
加
藤
は
肥
後
北
部
一
九
万
五

0
0
0石
を
領
し
、
小
西
は
同
じ
く
南
部
の
一
四
万
石
を
領
し
て
い
た
。
こ
の
両
者
に
対
し
、
秀

吉
は
逃
亡
し
て
き
た
者
を
追
す
よ
う
命
じ
て
お
り
、
返
還
先
の
豊
後
と
は
、
中
川
秀
成
が
領
す
る
こ
と
に
な
る
農
後
直
入
・
大
野
郡
を
指

す
。
加
藤
・
小
西
氏
宛
の
朱
印
状
を
出
し
た
秀
吉
は
、
そ
れ
を
加
藤
・
小
西
氏
へ
送
付
せ
ず
、
中
川
氏
へ
送
っ
て
お
り
、
今
日
ま
て
中
川

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
—

（
原
告
）

家
に
保
存
さ
れ
て
き
た
c

こ
の
こ
と
は
、
中
冊
社
会
の
不
動
祈
訴
訟
な
ど
に
お
い
て
、
裁
許
状
か
勝
訴
し
た
訴
人

訴
人
は
こ
れ
を
論
人
（
被
告
）
に
提
示
し
て
、
土
地
の
引
き
渡
し
を
匝
接
に
交
渉
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
中
川
氏
は
、

印
状
を
加
藤
・
小
西
氏
に
捉
示
し
て
白
力
て
交
渉
し
、
走
り
者
の
返
還
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ご
と
を
ホ
咬
し
て
い
る
い

江
戸
幕
府
成
立
後
て
は
、
慶
長
十
年
頃
の
細
川
ー
毛
利
氏
の
人
返
し
を
記
す
一
萩
ぢ
之
被
申
分
」
に
あ
る
よ
う
に
、

E
利
氏
か
ら
徳
JIi

）
れ
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大
名
間
の
「
人
々
出
入
」
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
幾
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

家
康
へ
訴
え
、
家
康
の
「
御
状
」
が
本
多
正
純
か
ら
「
三
斎
」
へ
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
御
状
」
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
う
け
る

毛
利
氏
へ
送
ら
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
江
戸
幕
府
は
個
々
の
人
返
し
に
関
与
し
、
走
り
者
の
返
還
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、

(17) 

一
定
の
法
的
規
制
を
行
っ
て
大
名
間
の
走
り
者
返
還
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
。
元
和
元
年
の
「
武
家
諸
法
度
」
に
は
、

一
、
自
今
以
後
、
国
人
之
外
、
不
可
交
置
他
国
者
事

凡
因
国
其
風
是
異
、
或
以
自
国
之
密
事
告
他
国
、
或
以
他
国
之
密
事
告
自
国
、
俣
媚
之
萌
也

と
あ
り
、
「
他
国
者
」
を
自
己
の
領
国
内
に
抱
え
置
く
こ
と
を
禁
止
し
た
。
ま
た
、
寛
永
―
二
年
「
武
家
諸
法
度
」
で
も
、
「
本
主
之
障
有

之
者
不
可
相
抱
」
と
あ
り
、

「
本
主
」
の
「
障
」
の
あ
る
者
を
、
他
の
領
主
が
抱
え
る
こ
と
を
禁
止
し
、
返
還
ま
た
は
追
放
を
命
じ
て
い

こ
れ
ら
の
幕
府
法
に
対
す
る
大
名
層
の
認
識
を
捉
え
る
と
、
寛
永
三
年
に
実
施
さ
れ
た
細
川
ー
毛
利
氏
間
の
走
り
者
返
還
に
お
い
て
、

(18) 

細
川
氏
家
老
か
ら
毛
利
氏
家
臣
へ
宛
て
た
「
伊
藤
杢
瓦
二
申
渡
口
上
之
凡
見
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
菟
角
人
数
ニ
ハ
無
構
候
、
国
を
あ
け
候
て
成
共
、
御
法
度
之
筋
目
ハ
不
申
通
間
二
て
も
可
返
進
候
、

細
川
氏
家
老
は
、
あ
る
数
の
走
り
者
を
返
し
、
残
る
者
に
つ
い
て
は
毛
利
秀
就
（
「
長
門
殿
」
）
と
の
相
談
に
よ
る
と
す
る
。
細
川
氏

家
老
が
こ
こ
で
述
べ
る
「
公
儀
之
筋
目
」
と
は
、
幕
府
法
を
指
し
、
彼
ら
は
、
「
申
通
」
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
ま
た
、
「
国
を
あ
け
」
よ
う

と
も
、
走
り
者
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
寛
永
一
七
年
二
月
、
中
川
氏
の
人
返
し
要
求
に
対
す
る
忠
利
書

状
に
も
、
「
公
俄
之
御
法
度
二
候
ヘ
ハ
、
日
本
国
中
二
人
々
出
入
二
申
分
誰
も
成
間
敷
候
」
と
あ
り
、
「
武
家
諸
法
度
」
に
沿
っ
た
形
で
、

る。

い
わ
ん
や
長
門
殿
へ
少
も
紛

可
申
儀
毛
頭
無
之
候
、
宰
相
殿
な
御
吏
候
刻
、
中
山
勘
解
由
殿
と
申
合
候
筋
御
座
候
間
、
先
其
分
之
百
姓
ま
て
御
請
取
候
て
、
残
儀

ハ
互
二
国
之
人
返
之
儀
、
重
而
長
門
殿
と
相
談
申
、
御
法
度
之
す
ち
め
守
合
申
候
様
二
可
申
合
候
間
、
長
門
殿
も
御
留
守
候
て
、
妥

元
二
て
公
儀
之
筋
目
相
極
候
儀
者
難
成
少
お
そ
く
候
共
、
以
来
迄
之
儀
二
候
間
、
其
御
心
得
頼
候
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〔註〕
(
l
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

行
き
先
が
あ
る
程
度
判
明
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
錨
府
怯
の
認
識
と
は
異
な
り
、
実
際
の
人
返
し
で
は
「
申
通
」
の
有
無
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た

大
名
間
の
人
返
し
が
、
伯
接
交
渉
を
基
本
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
近

tlt社
会
に
お
い
て
、
紛
争
を
実
力
で
解
決
す
る
自
力
救
済
の
原

則
は
否
定
さ
れ
る
が
、
大
名
間
の
人
返
し
に
お
い
て
は
、

そ
の
原
則
が
あ
る
程
度
残
存
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
中
JIー

加
藤
・
小
西
氏
の
人
返
し
に
関
す
る
秀
吉
朱
印
状
の
送
付
手
続
き
に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
初
期
の
大
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政

治
的
関
係
に
影
評
さ
れ
な
が
ら
、
本
来
的
に
は
独
月
に
走
り
者
を
返
還
し
合
い
、
ま
た
は
返
還
協
定
を
結
ん
で
、
領
域
を
越
え
た
走
り
者

に
対
処
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
大
名
が
返
し
た
走
り
者
ば
、
要
求
が
あ
っ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。
返
還
要
求
の
な
い
走
り
者
は
、

多
く
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
国
に
有
付
け
ら
れ
て
い
る
。
細
川
氏
の
よ
う
に
、
自
ら
返
還
を
「
約
束
」
し
な
が
ら
も
、
積
極
的
に
返
す
姿
勢
は

な
く
、
ま
た
、
正
式
の
返
還
手
続
を
行
っ
た
場
合
で
も
半
数
以
下
の
者
し
か
返
し
て
い
な
い
。

走
り
者
の
返
還
を
求
め
る
前
提
に
は
、
走
り
先
の
捜
索
が
必
要
で
あ
る
。
寛
永
四
年
、
下
毛
郡
伊
原
村
庄
吊
が
夫
食
米
を
横
領
し
て
黒

田
氏
領
へ
走
っ
た
時
、
忠
利
が
そ
の
縁
者
へ
走
り
先
の
捜
索
を
命
じ
て
い
る
よ
う
に
、
走
り
先
の
捜
索
は
村
落
構
成
員
の
連
帯
責
任
で
な

一
族
へ
諜
さ
れ
て
い
る
。
走
り
者
の
一
族
た
ち
か
ど
の
よ
う
に
し
て
、
走
り
先
を
捜
し
出
し
た
か
、
具
休
的
に
期
ら
か
に
は
で
き
な

い
が
、
元
和
八
年
以
来
、
庄
屋
層
が
多
数
の
走
り
者
を
書
き
上
げ
た
帳
簿
を
郡
奉
行
へ
提
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
村
落
で
は
走
り
者
の

寛
永
↓
・
年
『
覚
書
』
・
回
二
年
『
万
覚
害
』
（
「
永
青
文
庫
一
）
。

寛
永
三
年
『
万
覚
書
』
三
月
二
十
六
日
条
。

回
右
、
三
月
一
工
＇
五

□条。

同
右
、
一
一
一
月
十
六
日
条
。

伺
右
、
正
月
四
日
条
。

近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
」
返
遥
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
ー

＜
 

そ
れ
は
、
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(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(19) 

(20) 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 近
世
初
期
の
大
名
権
力
と
「
走
り
者
』
返
遠
ー
曹
前
紐
川
氏
と
固
辺
大
名
に
つ
い
て
ー

「
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
。

祠
川
家
史
料
』
ニ
ー
四

0
五
号
。

同
右
、
九
ー
一
四
八
号

cl

丸
山
碓
成
「
参
勤
交
代
制
の
形
成
・
確
立
過
程
と
福
岡
藩
」
（
『
拙
岡
県
史
」
近
低
研
究
編
、
福
岡
藩
一
）

3

「
部
分
御
旧
記
』
（
『
熊
本
県
史
料
』
近
世
編
ニ
ー
八
一
頁
）
、
「
松
井
家
文
書
」
（
半
田
隆
丈
一
近
世
初
期
農
民
之
移
動
と
土
着
」
、
「
大
分
県
地

方
史
』
．

O
―
二
号
、
昭
和
五
十
六
年
）
。

瀬
之
精
一
郎
稿
訂
『
青
方
文
書
』
ニ
ー
一
―
•
四
し
号
（
「
史
料
纂
集
』
古
文
書
編
、
昭
和
五
十
一
年
）

C

「
五
条
文
書
」
―
―
-
i
:
-
•三
一
二
九
・
三
四
0
号
（
『
熊
本
県
史
料
』
中
世
編
四
）r

中
世
に
お
け
る
人
返
し
協
定
に
つ
い
て
は
、
藤
木
久
志
『
戦
国
社
会
論
』
（
束
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
九
年
）
・
参
照
。

「
中
川
家
文
壽
』
五
九
ー
六
．
号
（
神
戸
大
学
文
学
部
H
本
史
研
究
室
編
、
昭
和
六
二
年
）
、
『
大
分
県
史
』
近
世
組
一
参
照
。

石
井
良
助
『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』
（
弘
文
党
書
房
、
昭
利
一
―
；
一
年
）
。

(18)

「
松
井
家
文
書

l°

『
御
触
書
寛
保
集
成
』
（
昭
和
九
年
）
。

註

(10)

に
同
じ
。

元
和
九
年
、
忠
利
家
臣
の
知
行
地
か
ら
忠
興
隠
居
領
へ
走
り
者
が
あ
り
、
知
行
主
は
取
り
戻
し
を
忠
利
に
依
頼
し
た
。
忠
利
か
ら
忠
興
へ
走
り

者
返
遠
が
求
め
ら
れ
た
か
、
忠
興
は
同
年

t
一
月
二
十
三
日
の
害
状
で
断
っ
た
（
『
細
川
家
史
料
』
ニ
ー
四
〇
△
号
）

r

こ
の
な
か
で
、
忠
判
は
、

返
還
を
拒
否
す
る
論
拠
の
一
っ
に
、
将
軍
の
「
被
仰
出
l

た
こ
と
と
し
て
「
走
せ
損
、
取
と
く
」
を
あ
げ
て
い
る
。
忠
興
は
、
「
走
せ
損
、
取
と

く
」
と
し
て
走
り
者
を
返
さ
な
い
と
い
う
の
だ
が
、
毛
利
氏
と
の
間
で
は
慶
長
期
に
人
返
し
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
走
り
者
を
返
さ
な
い
の

は
、
「
武
家
諸
法
度
」
の
規
定
と
矛
盾
し
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
幕
府
法
も
な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
に
当
時
の
幕
府
・
諸
大
名
が
「
走
せ
損
、
取
と

く
」
と
し
て
、
走
り
者
返
還
を
否
定
し
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
当
時
の
領
主
層
は
、
自
ら
の
領
地
で
の
農
民
数
増
加
を

農
村
政
策
の
基
調
と
し
、
他
領
か
ら
の
走
り
者
は
基
本
的
に
返
さ
ず
、
自
領
内
に
「
有
付
．
一
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
の
「
走
り
損
、
取
と
く
」

は
実
行
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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一
方
で
他
同
者
を
積
極
的
に
招
き
入
れ

最
後
に
細
川
氏
と
周
辺
人
名
と
の
人
返
し
を
、
元
和
・
寛
永
期
の
農
村
政
策
の
な
か
で
位
僧
づ
け
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
捉
え
よ
う
。

細
川
氏
の
農
村
政
策
の
基
調
は
、
元
和
六
年
暮
れ
に
家
督
を
継
い
だ
忠
利
の
新
政
策
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
忠
利
は
同
七
年
六
月

に
小
倉
入
城
し
、
ニ
ヵ
月
後
に
は
「
制
礼
」
を
建
て
た
。
そ
れ
ば
、
「
国
中
之
侍
・
百
姓
」
を
対
象
に
、
い
か
な
る
罪
科
の
あ
る
も
の
で

も
、
帰
参
す
れ
ば
無
罪
と
あ
っ
て
、
他
領
同
か
ら
の
帰
国
を
奨
励
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
「
制
札
」
の
効
果
は
あ
り
、
窟
永
―
―
一
年
ま
て
四

件
の
帰
国
事
例
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
一
っ
、
元
和
九
年
に
帰
国
し
た
中
津
郡
大
坂
村
弥
―
―
一
の
場
合
は
、
同
六
年
の
大
坂
城
普
請
に
登
坂

し
た
際
、
京
都
へ
走
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
高
札
二
付
御
国
へ
こ
い
し
さ
二
て
罷
帰
候
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
情
報
を
得
て
帰
っ

て
ぎ
た
。
忠
利
は
、
こ
れ
ら
婦
参
者
に
五
戚
米
」
を
支
給
し
た
り
、
「
か
へ
り
百
姓
相
対
次
第
」
と
し
て
帰
参
先
を
口
由
に
選
ば
せ
て
、

そ
の
増
加
を
図
っ
た
。
彼
は
、
翌
八
年
に
人
畜
改
め
を
実
施
す
る
。
人
畜
改
め
は
、
各
村
ご
と
に
本
百
姓
・
名
子
・
下
人
、
お
よ
び
妻
子
・

牛
馬
を
書
き
上
げ
さ
せ
、
村
ー
手
永
ー
郡
の
板
簿
が
段
階
的
に
作
成
さ
れ
、
最
後
に
総

H
録
が
作
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
八
年
に
は
大
名
間

の
人
返
し
も
行
っ
た
。
忠
利
は
、
走
り
先
が
判
明
す
る
も
の
を
帳
簿
に
ま
と
め
、
こ
れ
を
豊
後
・
肥
後
の
諸
大
名
へ
送
っ
て
返
還
を
求
め

て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
ば
他
領
か
ら
の
走
り
者
を
積
極
的
に
招
致
し
て
お
り
、
元
和
七
ー
八
年
『
豊
前
御
侍
帳
』
に
記
さ
れ
た
郡
奉
行
の

職
務
に
は
、
他
領
か
ら
の
走
り
者
を
「
申
届
」
が
な
い
か
ぎ
り
、
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
。

隠
居
し
た
忠
輿
が
、
‘
こ
れ
ら
忠
利
の
新
政
策
を
「
同
二
人
を
多
置
度
と
の
被
仕
様
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
某
調
は
人
口
増
加

策
て
あ
っ
た
。
近
世
初
期
に
あ
っ
て
は
、
耕
地
生
産
力
の
増
大
と
い
う
よ
り
、
耕
地
面
積
の
堺
大
に
よ
る
生
産
星
の
拡
大
が
農
村
政
策
の

基
本
で
あ
り
、

そ
の
だ
め
に
荒
地
・
新
地
の
開
発
が
奨
励
さ
れ
、
労
働
力
と
し
て
の
人
口
増
加
策
が
採
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
人
口
を
増
加

さ
せ
る
方
策
は
、
近
世
中
後
期
に
み
ら
れ
る
赤
子
養
育
策
で
な
く
、
走
り
者
の
還
住
策
、
他
国
者
招
致
策
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
述
べ
た
大

名
間
の
走
り
者
返
還
は
、
こ
の
よ
う
な
農
村
政
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
ず
、
大
名
は
、

近
机
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
1

お

わ

り

に
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6
)
 

7
)
『
細
川
家
史
料
』

！
四

0
一
号
。

4
)
 

5
)
 

2
 近

世
初
期
の
大
名
権
力
と
『
走
り
者
』
返
還
ー
豊
前
細
川
氏
と
周
辺
大
名
に
つ
い
て
ー

方
で
は
相
互
に
走
り
者
を
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
十
七
世
紀
前
半
の
時
代
的
特
徴
で
あ
り
、
農
村
部
を

は
じ
め
都
市
・
町
場
の
開
発
が

段
落
す
る
十
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
し
だ
い
に
人
返
し
は
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。

こ
と
を
願
い
、
領
内
の
総
人
口
が
増
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
領
地
は
多
数
の
家
臣
知
行
地
、

興
隠
居
領
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
領
地
で
の
人
口
増
加
を
図
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
細
川
領
内
で
の
走
り
者
対
策
に
つ
い

元
和
七
！
九
年
『

寛
永
二
年
『
奉
書
』
八
月
十
二
日
条
(

元
和
十
年
『
御
印
写
』
二
月
条
（
「
青
）
。

元
和
八
年
『
小
倉
藩
人
畜
改
帳
』
（
大
日
本
近
世
史
料
）
、
．
永
尾
正
剛
「
慶
長
期
細
川
小
倉
藩
の
人
畜
改
帳
」
（
八
八
・
八
九
・
九

0
合
併
号
、
昭
和
六
十
二
年
）
、
同
「
細
川
小
倉
藩
人
畜
改
帳
の
考
察
」
（
西
南
地
域
史
研
究
会
編
『
西
南
地
域
の
史
的
展
開
』
近
世
絹
、
思
文

閣、

〔註〕

て
は
、

別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。

な
お
、
藩
主
忠
利
が

な
が
ら
、
ま
た

)

0
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